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令和3年7月19．日開値，実務協繊会（夏季）

麗布責料（民事局・行政局）
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『民事 行政事件の現状と課題」■
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(注’）民事局所管事件に関する統計データ及び運用改善・法改正に関する餓溌の詳細等は, J

･NETポータルの「民事情報データベース」（ミンフオ）に掲載しています。

(注2）行政局所管事件(行政事件,国家賠償事件,労働関係事件及び知的財産権関係事件)に

関する統計データ及び各種資料等については, J・NETポータルの「行政・労働・知財

情報データベース」 (G-desk)に褐戦しています。
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1 民事箙舩手鏡のIT化について

民事訴訟手続のIT化については，平成30年3月30日に，内閣官房の

「裁判手続等のIT化検討会」の検討結果が報告書として取りまとめられてい

ます。この報告書では，訴訟記録の全面的な電子化を前提とした民事訴訟手続

の全面IT化を目指すこととされています6具体的にはj e提出（主張証拠の

オンライン提出等) , e法廷（ウェブ会議等の導入，拡大等) ,. e事件管理

（訴訟記録への随時オンラインアクセス等)の「3つのe」を目指して必要な

取組を進めていくものとされ， 「3つのe」の実現は，①現行法の下で実施す

ることのできるウェブ会議等を活用した争点整理の運用（フェーズ1），②法

改正によって直ちに実現することのできる運用(フェーズ2）,③システムの

開発や導入などを経て初めて実現ずることができる訴訟記録の電子化等の運用
．． 4

(フェーズ3） という3つの段階に分けて，順次新たな運用を開始していくこ

とが相当であるとされています。

この報告書の内容も踏まえて,裁判所では民事訴訟手続のIT化に向けた取

組を進めており， フェーズ1に関しては，令和2年2月から知財高裁及び高裁

所在地の地裁本庁8庁の合計9庁で, 5月から地裁本庁5庁（横浜, さいたま’

千葉，京都，神戸）で， ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用

が開始され， 12月からはその他の地裁本庁37庁にも運用が拡大されました。

今後は,地裁の支部において,令和4年2月から同年7月にかけて順次運用を

開始する予定であり， これらの庁における運用状況も踏まえながらy高裁等へ

の拡大についても検討していく予定です。

民事訴訟法等の改正を要するフェーズ2及びフェーズ3に関しては，平成3

0年7月に，公益社団法人商事法務研究会に「民事裁判手続等IT化研究会」

が設置され，民事訴訟手続を全面的にIT化した場合における課題の整理や規

律の在り方の検討等が行われ，令和元年12月に報告書が取りまとめられまし

た。令和2年2月には，法務大臣から法制審議会に対して民事訴訟手続のIT

化に向けた民事訴訟制度の見直しに関する諮問がされ， 6月から，民事訴訟法

(IT化関係)部会において調査審議が続けられており，令和3年2月に「民

事訴訟法(IT化関係）等の改正に関する中間試案｣が取りまとめられ， この
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中間試案に対してパブリックコメントが実施されて，各裁判所の意見を取りま

とめたものを先般法務省に回答したところですb.今後，令和4年中の関係法律

の改正を目指して，調査審議が進められる予定です。

また，現行法下でのIT化の取組として，令和3年度中の一部の庁での運用

開始を目標とし，民事訴訟法132条の10等に基づき，準備書面書証の写

し等の裁判書類の電子提出を可能にするためのシステム（民事裁判書類電子提

出システム，通称｢mintS (ミンツ） 」 ）の開発と，関連する最高裁判所

規則の立案を進めており，甲府地裁本庁及び大津地裁本庁において,､令和4年

5月頃から運用開始（令和4年2月から試行運用開始）する予定です。

民事訴訟手続のIT化は，現在のプラクティスに単にITy.－ルを取り入れ

るというのではなく，民事訴訟手続の在り方を抜本的に見直す契機とすべきも

のと考えています。そのためにぱ，裁判所全体で幅広く意見交換等をしていく

ことが必要です。全国の下級裁判所に設置した検討体(PT)には, IT化後

の審理運営について本格的に検討し，実践する役割を担っていただいています。

令和7年度には，フェーズ3の開始が見込まれるところであり，残された時間

はそれほどありません。庁を上げて引き続き活発な議論等が行われるよう， よ

ろしくお取り計らいください。

2地方銭判所の民事事件について

（1）民事通繕所訟事件を取り巻く最近の状況

地方裁判所の民事訴訟事件の新受件数は,平成22年以降減少傾向が続き，

平成2,5年以降おおむね横ばいに推移した後，平成30年以降も若干減

少傾向にあります。また，既済事件の平均審理期間は，平成22年以降，長

期化傾向承続いており，実質的に争いのある事件では，特に争点・証拠整理

手続の期間が長期化していますも

ところで，近時は，社会情勢の変化，情報技術の進展，価値観の多様化等

を背景として，裁判所の判断が国民の社会経済活動等に大きな影響を与える

訴訟が増え，裁判所の審理判断に対する国民の関心と期待は高まっています6

それに伴い，裁判の質についても，判断自体の適正さや手続保障のみなら

ず，判断理由の当事者及び社会に対する説得力の更なる向上や合理的な
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期間内での解決を求める声が強くなっているところです。

(2)民事訴舩の審理運営の改善

民事訴訟の審理については，上記のとおり,平均審理期間（特に争点･証

拠整理期間）が長期化する傾向にあります。その原因としては，事件の複雑

困難化や弁護士の急激な増加等による裁判の担い手の変化も挙げられて来ま

したが,弁護士や高裁から，争点・証拠整理や人証調べ，和解等の実情に関

して厳しい指摘もあることに照らすと,裁判所も,民事訴訟法が志向する争

点中心型の審理を実現する上で果たすべき役割を十分に果たすことができて

いるかを自ら振り返ってみる必要があると思われます。

・こうした審理判断の課題を前提として,協畿会等における議論を踏まえる

と，裁判の質の更なる向上を図るためには，部の内外でのコミュニケーショ

ンや議論を通じて，争点中心型の審理の基本的な在り方及びその前提となる

争点輿証拠整理の目的，手法とは何かについて改めて裁判官の間で議論を行

い，一人一人の裁判官が，担当する事件の処理の枠を超え,審理運営の在り

方を含む様々な課題を共有し，改善策を模索することが必要かつ有効と考え

られます。

加えて, ､争点中心型の審理を実現するためには，事案の終局判断を見据え

つつ争点b証拠整理の過程において裁判所と当事者との双方向的なコミュニ

ケーションをより活性化させることにより，証拠（書証）にも照らしながら

早期に争点を絞り込み§争点の軽重や判断の枠組み等についての認識を共有

し,必要十分な人証について集輔な証拠調べを行うこと等が重要です｡ と

りわけ,前記のとおりIT化の取組が進む中で,その前提となる審理運営の

改善は急務です。その具体的取組として，現行の民事訴訟法や同規則を最大

限活用し,あるいはそれを前提に運用上の工夫を行うことが有用であると思
われます。もとより,審理運営上の手法は,各裁判官の個性や個々の事件の

特性に応じて使い分けられるべきものでありますが， 、どのような規定を活用

していくことが考えられるか，あるいはどのような実務上の工夫等が考えら

れるかについては, ､各部・各庁において,争点整理の基本的な在り方につい

ての議論を踏まえて，具体的に意見交換をしていくことが期待されます｡そ

、へ
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の結果，有用であろうと思われるものを失敗を恐れず実践し，当事者の反応

を含めてその結果を分析しつつ，更なる改善を加えたり，別のアプローヂを

試みたりすることによって，採り得る選択肢を増やしていくなどすることが，

現行法下での審理運営の改善の取組につながるものと考えられます。

また，合議の充実・活用等により部の機能の活性化を図り,･部や庁を越え

た裁判官同士の意見交換を充実させ，裁判官の間で民事訴訟の審理運営につ

いて議論を深める取組も，着実な定着を図る必要があります。この点につい

ては，司法研究「地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究」

に詳しいので，御参照く.ださい。 ．

(3)IT化を契機とした民事所訟の在り方の抜本的な見直し

民事訴訟手続のIT化を契機に,民事訴訟の在り方全体の抜本的な見直し

を図る必要があると考えられることは前記のとおりです｡ I･T化を見据えた

充実した審理運営の実現に向けた議論においては，上記(2)の取組のほか，フ

ェーズ1の運用の開始等を契機として多様化した審理運営の手法についての

選択肢（当事者が期日に出頭して争点整理を行うという従前の手法に加えて，

①双方当事者が裁判所に出頭せずにウェプ会議等により争点整理を進めたり，

②一定の期間は準備書面等の交換のみにより争点整理を進め，必要に応じて

期日や協議の場を指定して口頭議論を行ったりするなど).を事案等に応じて

どのタイミングでどのように組み合わせながら進行l_,, .主張及び証拠の重要

性にメリハリをつけていくか,、そのような中でITツールをどのように活用

するのが効果的かなどの点について,自由かつ柔軟な思考で様々な試行錯誤

を加えることが期待されます。

そして， この取組は，他庁の検討状況も確認しながら，継続的に活発に行

っていくことが有効であると思われるため，令和2年3月から月1回のペー

スで， ウェプ会議を活用し，庁を超えて全国で意見交換を行う意見交換会が

開催されています｡

・以上のような取組への主体的，積極的な関与を促すためには，所長が，部

総括を中心とした各裁判官に対し，上からの押し付けにならないような形

で，審理期間も含めた裁判の質の更なる向上が必要であることや, IT化の

’ ）

）
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機会をとらえて上記のような取組を行うことが有効であり民事裁判官のやり

がいにもつながることについての理解を得られるよう，各部の実情を踏まえ

つつ，地道に働き掛けを行うとともに，庁としての継続的な検討を支援する

などして取組を後押しすること．が重要であると考えられます。

3簡易裁判所の民事事件について

（1）民事訴訟

簡易裁判所の民事訴訟の新受件数は;平成27年以降,微増傾向が続いて

いる状態にあります。また，国民の意職の変化等を背景に本人訴訟の審理運

営が困難化していることに加え,交通損害賠償訴訟な､どの弁護士関与事件も

増加しているため，簡易裁判所の民事訴訟における審理運営は困難さを増し

てお.り，審理期間の長期化等も指摘されています。少額の紛争を簡易Q迅速

に解決するとし、う簡易裁判所本来の役割を十分に果たすためには,簡易裁判

所が，民事訴訟法上の簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の趣旨を生かした

適切な審理を実現していく必要があることは当然として,地方裁判所の審理

及び判決に慣れた弁護士に対しても,簡易裁判所の在るべき審理運営を理

解してもらうよう，各地で弁護士会への働き掛けを行うことが重要である

と考えられます。

特に，新受件数の増加傾向及び審理期間の長期化が顕著な交通損害賠償

訴訟については，司法研究報告書｢簡易裁判所における交通損害賠償訴訟

事件の審理．､判決に関する研究」において示された審理・判決モデルを実

務に定着させるため,各庁において具体的な取組を継続的に進める必要が

あります。

(2)民事關停

簡易裁判所の民事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向が続いていると

ころ；民事調停が，紛争解決手段として適切に選択され，期待される役割を

果たしていく．ためには，利用者のニーズに応え，その満足を得られるよう，

調停運営の更なる改善を図っていく必要があります｡』各庁においては,近年，

公正かつ合理的な解決を求める利用者のニーズに応えるため，民事調停の機

能強化の取組が進められているところでずが，民事調停は，公正かつ合理的

『
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な解決を図り得るだけでなく，手続の簡易迅速性，非公開性,費用の低廉性，

傾聴と社会常織とに基づく条理にかなった解決の可能性といった様々な利点

を有しており， これらに対する利用者のニーズも大きいと考えられることか

ら》機能強化の取組においても,鯛停主任と調停委員が充実した評議を実施

し，利用者のニーズや事案についての認識共有を図りつつ，多角的な観点か

らの検討を行い, ;単に法的観点を踏まえるだけでなく， これらの幅広いニー

ズにも千分配慮した調停運営を行っていくことが重要です。

また,調停運営を支えるに足りる調停委員を安定的に確保していくため，

その任命や育成の在り方についての積極的な取組が必要です｡特に，調停委

員の育成については,オン・ザ・ジョブ・ トレーニング(OJ･T)だけでな

く，研修の充実も必要であり,各地の調停協会とも連携した研修の企画立案

が重要です。さらに，民事調停が紛争解決手段として適切に選択されるよう

にするためには，潜在的な利用者の動向等を踏まえ，紛争に巻き込まれた人

々が相談を持ち込む窓口の担当者等に，民事調停の制度やその特長･利点を

周知するなど,効果的な広報を展開することが求められていますも

（3）地方裁判所と簡易裁判所の連携と役割分担

上記のとおり,現在，簡易裁判所においでは,事件の困難化等に対応じて，

いかに紛争解決機能の向上を図っていくかが課題となっていますが, これに

対応するためには，簡易裁判所による取組だけでは十分ではなく，簡易裁判

所と地方裁判所がその役割分担を踏まえつつ，密接な連携を図ることによっ

てこそ，大きな成果を得られるものと考えられます｡地方裁判所においては

簡易裁判所への関心が乏しくなりがちですが，地方裁判所の裁判官への十分

な意識付けを行いつつ，地方裁判所と簡易裁判所との間で，具体的な課題の

解決に向けて継続的に意見交換を行うなどし，地簡裁連携の取組をより実効

性あるものとしていく必要があります。

4倒産事件について．

（1）事務処理の合理化等

破産事件の新受件数は，平成29年以降，増加傾向が続いていましたが，

令和2年は減少に転じ，平均処理期間についても，ほぼ横ばいとなっていま

一℃

／

ｰ
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また，再生事件の新受件数は，通常再生事件については平成20年以降，

減少傾向にありましたが,令和元年には歯止めがかかりました｡個人再生事

件は平成27年以降,増加傾向にあり，特に平成30年までは毎年10％を

超える割合で増加していました。開始決定までの平均処理期間については，

個人再生事件がその事件渚に伴って長期化しているものの，全体としてはお

おむね順調な事件処理状況がうかがわれます。

このように，破産事件や再生事件の処理状況は，全般的に比較的良好な状

況にあるといえますが,新型コロナウイルス感染症の影響については予断を

許しません。 ､ ・

したがって，事件動向を適時・適切に把握するとともに，一層の事件増に

備えて，各倒産事件における各種の事務の最適化に向けた見直しを図る必要

があるものと考えられます。

(2)管財人等の育成

上記のとおり，破産事件の新受件数の増加傾向は落ち着いている.ものの，
． f

破産管財人の選任率は高い水準を維持しています。今後の事件増の可能性や

若手弁護士の増加を踏まえると；若手の破産管財人の育成と管財人候補者の

世代交代を進める必要があることはもとより， ､複雑・困難事件に対応できる

管財人候補者を育成していくことも喫緊の課題であると考えられます。

．加えて，通常再生事件に関与した経験のある弁護士が少なくなっており，

裁判所としても，監督委員等機関候補者の確保･育成を進めるとともに，円

一 滑に事件処理できるようにノウハウの継承や運用改善を進めていくことも必

要になります。

なお，破産管財人等の選定に公正性と公平性が求められることはいうまで

もなく，万が一にも裁判所の選定が不当に偏っているとの誤解を受けぬよう，

選定の適正には常に留意することが求められます。

5民事執行事件について

(1) ．不動産執行の改善

不動産執行事件の新受件数は，平成22年度以降減少しています｡平均審

、
．
＃
』

）
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理期間は全国平均で9‘ 理か月となっており. j売却率は全国平均で約80パ
、

－セントと高い水準を維持しています。

このように，不動産執行事件の処理はおおむね順調に行われているところ

ですが，金融機関からは，不動産競売は価額や処理期間の面で利用しにくい

という意見もあり, このような利用者の意見を踏まえつつ,より迅速で質の

高い運用を不断に追求していくことが求められています｡こうした観点から‘

価額の面では，平成29年度の協議会において；競売市場修正率の見直しに

ついて議論され，各庁の取組や効果についての紹介がされました。また,､処

理期間の面では，民事執行法改正により暴力団排除の制度が設けられ，その

ままでは処理期間の長期化が避けられないことから，平成30年度の協議会

及び令和元年度の事務打合せにおいて,､そのことも踏まえて処理期間を短縮

するための取組等の協議が行われました。 、

今後，より一層の質の高い事件処理を実現するために，現況調査報告書,

評価書及び物件明細書の作成期間の短縮,標準スケジュール（申立てから売
も， 、

却，配当等までの一般的な目標期間）の設定，警察への調査嘱託事務の合理

化などの迅速化に向けた更なる運用改善に取り組む余地がないか,売却基準
価額と売却代金額との乖離率が高い状況に照らして競売市場修正率の見直し

をずる必要はないかなど,環境変化を踏まえて運用変更の要否について,柔

軟に検討していくことが必要であると考えられます。

(2)．執行官をめぐる状況

ア指導監督の充実． 、

執行官は，独立かつ単独制の司法機関であり,職務のほとんどが庁舎外

で行われることから,:不適切な事務処理に陥りやすい面があり，近時もそ

うした不適切処理がなお散見されます｡適正な事務処理の確保は,第一次

的には各執行官及び総括執行官の責任ですが,監督官等にも監督責任があ
1 ． ．． 0

ることはいうまでもなく，過去の過誤事例を見ると，監督官等が十分な関

心を払っていれば防止できた例が少なくありません6

加えて，近時,執行事件の減少に伴って執行官数は大幅に減少しており，

1人配置や無配置の支部も増加して，執行官室内部の相互研鎖や相互監視

一~、

、
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も利きにくい状況になっています。さらには，外部採用者が増加しており，

公務員倫理や裁判事務の習熟度合いにも差が生じています。このような状

況を踏まえ， 日常の指導監督の充実強化（例えば，総括執行官等による記

録査閲や監督官等と総括執行官との定期的なミーティングの実施など） ，

特に年2回の事務査察での適切な重点査察事項の選定, .過誤や不正が生じ

やすい部分の重点的な点検及び増加する外部採用者の育成や日常の指導に

ついても，監督官等の積極的な関与が求められています。

イ引渡実施及び解放実施

執行官による国内の子の引渡し（引渡実施）及び国際的な子の返還（解

放実施）については，国内外での関心が非常に高い一方，執行不能で終局

する事例が多いことから，その実効性を高めることが強く求められていま

す。このような中で，民事執行法等の一部が改正され，国内の子の引渡し

の強制執行に関する規律の明確化と国際的な子の返還の強制執行に関する

規律の見直しが行われたことからすると，執行官が子の心身への影響に配

慮しつつ,円滑かつ確実に引渡実施及び解放実施を行うことができるよう
, ：

にするための態勢を整えるこどがより一層重要となります｡すなわち，執

行官が，債権者，家庭裁判所，外務省，監督官等と綿密な打合せをして事

前準備を行うとともに,児童心理の専門家の適切な関与を得られるように

する仕組み作りや》執行官のスキルアップのための研修等の充実が必要と

なっています。

6地方裁判所の行政事件及び国家賠償事件について

行政事件及び国家賠償事件については，近時，我が国の社会の在り方を巡っ

て様々な問題提起がなされ，国民の意見や価値観が多様化寸る中クいわゆる多

庁係属型の政策形成訴訟や社会的注目を集める複雑困難訴訟が多数係属してお

り,中立的な立場で法的紛争を解決する裁判所に対する国民の関心と期待が高

まっています｡裁判所が当轄のみならず社会に対しても説得力ある適切な判
断をするためには，事件の背景となる社会的問題や社会経済活動の実像を把握

しつつ，合議の充実を図り,判断の質を一層高めていくことが求められます。

B型肝炎訴訟は，地裁を第一審とする国家賠償事件の新受件数の4割前後を

、
、
９
１
口
ク
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占めているところ， 1件当たりの原告数が複数に上るものが多いことを背景に

して，審理期間が2年を超える長期未済事件が顕著な増加を示していま.す｡個

々の事件について審理が長期化している原因を適切に把握しつつ，事案に応じ

・た適正迅速な解決に向けて積極的な審理を行っていく必要があり，そのために

は事務処理上の工夫の集積や共有を図ることも有益でず。

7労働関係事件について

（1）労働関係事件をめぐる動向と審理運営上の課題

労働関係事件については,社会経済情勢の変化，雇用形態の多様化，労働

者の意識の変化等の様々な要因を背景として,裁判所に申し立てられる事件

数は高水準で推移しており；その内容も複雑困難化しているところ，労働関

係民事訴訟事件及び労働審判事件の令和2年の新受件数は，いずれも過去最

高となりました。また，新型コロナウイルス感染症を背景‘とした労働関係事

件が増加するとの指摘もあり，今後もその動向を注視することが必要です｡ ．

、地方裁判所における労働関係民事訴訟事件については，平成20年以降，

未済件数が年々増加し，平均審理期間も長期化しています。労働審判事件に

ついても，制度開始当初に比べて幅広い事案が申し立てられるようになって

いるなどの事情がうかがわれ,平成30年以降，平均審理期間が長期化する

傾向にあります｡

このような状況の中，労働関係事件を適正迅速に処理していくためには，

裁判所全体として労働関係事件の紛争解決能力を高めていくことが喫緊の課

題であ､り,そのためには，審理運営のためのプラクティスを部や庁を超えて

共有するとともに,､弁護士に対してもプラクティスを踏まえた訴訟活動をし

・てもらうための働き掛けを適切に行っていくなど，各庁の実情に応じて一層

の取組を進めていく必要鵡あると考えられます。

(2)労働審判員に対する研修の実施

労働審判手続の担い手である労働審判員については，その資質ﾀ能力の向

上を図るために適切な研修が実施される必要があります6このような観点か

ら，各庁において,毎年,新たに任命された労働審判員を対象とする「労働

審判員研修会」及び全労働審判員を対象とするF労働審判員研究会」が開催

グー
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されています。これらの実施内容等について，各庁の実情や労働審判員の要

望等を踏まえた工夫がされているところであり，今後もこれらの充実化を図

っていくことが重要であると考えられます。

(3)労働審判事件取扱支部の拡大

労働審判事件は,全国の地裁本庁のほか,平成22年4月からは東京地裁

立川支部及び福岡地裁小倉支部におし､て,平成29年4月からは静岡地裁浜

松支部，長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において取扱いが開始され，

順調に運用されています｡今後も，労働審判事件を支部で取り扱うかどうか

については，予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等

の利便性を基本としつつ，事務処理態勢，労働審判事件の運用状況及び労働

審判員の安定的な確保等を含めた地域的事情を総合的に勘案して判断される

ことになります。

（4）適切な解決機関及び解決手続の選択の促進

労働関係事件の適正迅速な解決のためには， 当事者による適切な紛争解決

機関及び解決手続の選択を促す必要があります。そのためには裁判所におけ．

る各手続の特徴を受付窓口で教示する方法を地裁・簡裁間で協議したり，弁

護士会や労働局との協議会等において各手続の特徴等について共通認識を持

つ機会を設けたりすることが有益であると考えられます。

（5） ウェプ会議等の方法による労働審判手続、

労働審判手続については，テレビ会議の活用を図るために周知の取組が各

庁で行われてきたところですが，令和2年’2月から，全ての地方裁判所本

庁において， ウェプ会議の方法により労働審判手続の期日を行うことも可能

となりました。ウェブ会議等の利用に当たっては当事者の意向を十分に聴取

していただく必要はありますが,当事者の利便性の向上等に資するものであ

ることに加え,当事者が裁判所に出頭するために移動したり，直接会ったり

せずに労働審判を実施できるという面もあります。

8知的財産相関係事件について ．

（1）知的財産桧関係事件をめぐる動向

地方裁判所における知的財産権関係民事通常訴訟事件の新受件数は,概ね

』

､

」
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500件程度で推移していますがj知財高裁における審決取消訴訟事件の新

受件数は，平成25年以降減少傾向にあります。

(2)・国際交流･情報発信

経済活動のグローバル化に伴う知財紛争の国際化に対応するため，裁判官

の国際会議への出席や海外からの訪問者の受入れを行っています。こうした

国際化の要請への取組の一環として， :平成29年度から，裁判所が主体とな

り，怯務省，特許庁などと共に，国際知財司法シンポIジウ;ムを開催.していま

す。

また，知財高裁ウェブサイトを．中心として知財訴訟の判決（判決全文又は

要旨の英訳を含む。 ）等を公表するなど，各種情報の発信を行っています。

(3) ビジネス・コート

令和4年頃にはj東京高地裁中目黒分室(仮称）に，知財高裁や東京地裁

の知財部等，ビジネス関係の訴訟や倒産事件を専門的に扱う部門を集約して

1
ノ

移転する計画であり，準備を進めています。
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1

1民事関係の法改正等について

（1）民事執行法等改正の動向

①債務者財産の開示制度の実効性の向上，②不動産競売における暴力団員

の買受け防止の方策，③国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直しう④債権執行事件の

終了をめぐる規律の見直し』⑤差押禁止債権をめぐる規律の見直し等を内容

と.する［民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実

施に関する法律の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されて

います（ただし，①のうち債務者の不動産に係る情報取得手続の規定は，令

和3年5月1．日から適用されています。 ） 。

(2)所有者不明土地問題に関する動向

所有者不明土地に関わる問題については，平成30年6月に公表された

｢所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」が令和2年7月に改定さ

れ,士地所有に関する基本制度や民事基本法制の見直し等の重要課題につい

て令和2年度中でき.るだけ速やかに必要となる法案を提出するという方針等

が示されました。

この基本方針を踏まえ， 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法」が平成30年11月15日から施行されています｡この法律により，

民法の特例として，国又は地方自治体の長が不在者財産管理人及び相続財産

管理人の選任の申立てをすることができるものとされました。 、

また,． 「表題部所有者不明士地の登記及び管理の適正化に関する法律」は，

令和2年11月1日から全ての規定が施行されています。この法律により,，

不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名等が正常に登記されていない土地につ

いて，登記官が職権で調査を行って所有者を特定し,表題部所有者を改める

という制度，調査を行っても所有者を特定することができない場合に裁判所

が当該土地の管理者を選任するという制度が設けられました。

さらに， 「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土

地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月28日に公布されま

した。その主な改正項目等は，①相続登記の申請の義務化，登記名義人の死

、
ノ
β

ノ
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亡等の事実の公示その他の不動産登記法の見直し，②土地所有権を国庫に帰

属させる制度の創設,③長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し，

④共有制度の見直し，⑤財産管理制度の見直し, ､⑥相隣関係規定の見直し等

であり，民事非訟事件としてウ所在等不明共有者がいる場合の共有物の変更

・管理に関する事項の決定方法の特則,共有物の管理に係る事項に賛否を明

らかにしない共有者がいる場合の共有物の管理に関する事項の決定方法の特

則,所在等不明共有者の持分の取得・第三者への譲渡権限の付与，所有者不

明土地.建物管理制度,管理不全土地.建物管理制度の手続が設けられまし

た。上記各法律は,原則として，公布の日から起算して2年を超えない範囲

内において政令で定める日に施行され，所要の最高裁規則の整備も予定され

ています｡･

(31会社法改正の動向

陰社法の一部を改正する法律」は，一部の規定を除き，令和3年3月1

日から施行されています。

その主な改正項目は, ･株主総会に関する規律の見直し，取締役等に関する

規律の見直し，社債の管理等I¥関する規律の見直し等です。
(4)公益信託法改正の動向

法制審議会信託法部会における調査・審議を経て，令和元年2月14日の

法制審議会総会において要綱が決定され，法務大臣に答申されました｡

その主な改正項目は，信託事務・信託財産の範囲の拡大，受託者の範囲の

拡大，主務官庁制の廃止であり，民事非訟事件として，受託者及び信託管理

・人の選任・解任，信託の変更命令等の信託法上の手続と同様の手続が設けら

れる見込みです。

(5)消費者関係法の見直しに関する動向

消費者契約法に関しては，平成30年改正における衆議院及び参議院の附

帯決議を受けて，更なる改正の検討が行われており，令和元年9月に消費者

契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会において報告書が取りまとめら

れ,同年12月からは消費者契約に関する検討会において調査・審議が行わ

れています。同検討会においては，いわゆる「つけ込み型」勧誘に関する取

､
｝
／

）
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消権，オンライン取引における消費者保護に関する規律等の実体法上の規律

のほか， ． ｢平均的な損害の糊（消費者契約法9条1号）に関する消費者の

立証負担を軽減するための規律が検討事項とされています｡

消費者裁判手続特例法に関してはj令和3年3月から， 「消費者裁判手続

特例法等に関する検討会」において検討が行われています。同検討会におい

ては，同法の運用状況を踏まえつつ，特定適格消費者団体の活動の実効性向

上のための方策や，共通義務確認の訴えを提起することができる事案の範囲

等が検討事項とされています。

(6)動産.･債権等を目的とずる担保法制の見直しに関する動向

動産や債権等を担保の目的として行う資金調達の利用の拡大などj不動産

以外の財産を担保の目的とする取引の実情等に鑑み，その法律関係の明確化

や安定性の確保等の観点から，令和3年2月に開催された法制審議会におい

て担保に関する法制の見直しが諮問され,担保法制部会において調査．審議

が行われています。

(7)仲裁法制の見直しに関する動向

令和2年9月に開催された法制審議会において，仲裁法等の見直し等につ

．いて諮問がされ，法制審議会仲裁法制部会は，①国際連合国際商取引法委員

会(UNCITRAL)が策定した国際商事仲裁モデル法の平成18年改正・

（暫定保全措置に関寸る規律の改正等)への対応を念頭に置いた仲裁法の見

直し,②調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設,③民事調停

事件の管轄の見直しを内容とする中間試案を取りまとめ，令和3年3月から

5月にかけて，中間試案に対するパブリックコメントが実施されました6試

案に対して寄せられた意見を踏まえて，引き続き同部会において調査．審議

が行われています。
．。 ｡

(8)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律（いわゆる「プロパイダ責任制限法｣ ）の改正の動向

プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律は,令和3年4月28日に公

・布されました。同法律は，①新たな裁判手続の創設及び②開示請求を行うこ

とができる範囲の見直しを主たる改正事項としています｡①については，現

I

｛

、
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＆

行法下で，第一段階としてj ソーシャルネット･ワーキングサービス(SNS)

事業者に対して「発信者情報開示仮処分」の申立てを行い，発信者のI'P7

ドレス等の開示を受けた後に，第二段階として，開示されたIPアドレスに

より特定される通信事業者に対して「発信者情報開示請求」の訴訟を提起し

て発信者の氏名．住所の開示を受け'るという手続の流れが典型的であったと

ころ, SNS事業者及び通信事業者に対する手続を一体的な非訟手続として

整備し，迅速な発信者の特定を可能とすることを目指すものです｡また，②

=については,現行法では解釈に委ねられていたSNS等へのログイン時等の

情報についても開示対象とするものです。

改正法は，公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲において政令

で定める日から施行され,所要の最高裁規則の整備も予定されています。

(9)証拠収集法制等の見直しに関する動向

証拠収集法制等の見直しに関しては，公益社団法人商事法務研究会に設置

された「証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための

研究会」において検討が行われています。同研究会においては,､犯罪.DV

等の被害者と加害者との間の民事訴訟において,被害者特定事項が加害者側

に知られない仕組みを創設するため，訴状における被害者特定事項の秘匿措

置や，相手方当事者における訴訟記録の閲覧等の制限に関する規律等につき，

論点の整理が行われています｡今後は,文書等に関する早期開示制度の導入

や文書提出命令の見直しなどが検討される予定となっています。

⑩その他

上記のぼか，民法（成年年齢の引下げ）の改正法の施行も令和4年4月1

日に予定されています。

2国家賠償事件に関する法改正について

(1)B型肝炎に関する特別措置法改正の動向

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限を令和9年3月31日ま

で延長すること等を内容とする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支

給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が,令和3年6月18日に公・

布され，同日から施行されています。

、
／

_」
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（2）建設アスベスト補償制度に関する立法動向

令和3年5月17日に言い渡された建設アスベスト訴訟の最高裁判決等に

おいて国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について，その

損害の迅速な賠償を図るため,特定石綿被害建設業務労働者等に対して給付

金等を支給することを内容とする｢特定石綿被害建設業務労働者等に対する

給付金等の支給に関する法律｣が,令和3年6月16日に公布されました

（一部の規定を除き,同日から起算して1年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行されます。 ） 。

3労健法関係の法改正等について

（'）働き方改革実行計画を踏まえた法整備の動向

平成30年7月6日に公布された｢働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律jは段階的に施行されているところ,令和.3年4月1日

から,中小企業にも，正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待

遇差の是正に係る改正規定等が施行されています。

（2）解雇無効時の金銭救済劇度に関する動向

平成3.0年6月から，厚生労働省において.｢解雇無効時の金銭救済制度に

係る法技術的論点に関する検討会」が開催されています。

4知的財産権関係の法改正について

(1).特許法改正の動向：

知財高裁，東京地裁及び大阪地裁における特許権侵害訴訟等において，当

事者の申立てにより，裁判所が必要と罷めるときに限り，広く一般に対して

その審理に必要な事項について意見を求め》当該意見を当事者が証拠に活用

できる制度(第三者意見募集制度)の創設等を含む｢特許法等の一部を改正

する法律｣が令和3年5月21日に公布されました（同日から起算して1年
I ・

を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 ） 。

（2）著作楮法改正の動向

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護を目的とした

「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を

改正する法律」については，令和さ年1月1日から全ての規律が施行されて

、
、

●
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主な改正項目は〆①リーチサイト"(侵害ニンテンツヘのリンク情報等を集

約したウェブサイト)対策②侵害コンテンツのグｳﾝﾛｰド違法化,③写

り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大です。
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令和3年度実務協錨会（夏零）

事前配布資料

刑事裁判最前線

裁判員裁判について

（1）現状

裁判員制度は，施行後10年以上の実績を重ねる中でゥ裁判員制度は，施行後10年以上の実績を重ねる中でj

1

我が国における刑事

裁判の中核に位置付けられるものとして定着してきています。

裁判員制度の．円滑な運営を支えてきた重要な要素の一つが，裁判員制度に対

する国民の理解と協力です。裁判員制度施行以降，裁判員候補者の辞退率の上

昇傾向,出席率の低下傾向が続いていました｡出席率については，各地裁にお

いて裁判員等選任手続における運用上の工夫が実施されたことなどもあり"’平

成3･O年以降7･改善傾向が見られます｡また，辞退率についでも，改善の兆し

が見られます。

このように”裁判員裁判は， これまでのところ，国民の理解と協力の下おお

むね順調に運営されてきたと評価されています｡､しかし,運営する側の裁判所

としては,現状に満足することなく,裁判員制度はいまだ発展途上であるとの

認識を持ち;絶えず運用改善に向けて取り組む必要があります。

②：裁判員との実質的協働公判前整理手続の在り方

銭判員制度によって，刑事裁判のブラクティス(運用）は大善く変容し，核
、6 。 q ‘

心司法や公判中心主義など刑事訴訟法の本旨に立ち返った裁判が追求される

ようになりましだ。また，行為責任を基本とする量刑判断の枠組みが明確にさ

れ，難解な法律概念についてその本質に立ち返った説明が試みられるなど,裁

判員が実質的かつ法的観点を踏まえた意見を述べられる瑠境が整えられつ･づ

あります｡これらの変化は,裁判員裁判に対応するための法曹=者による運用

改善のための取組等の進展によるところが大きいといえます6
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もっとも， これまで以上に裁判員の視点・感覚を的確に判断内容に反映させ

るとの観点から，裁判官の間では,個々の事案において裁判員と裁判官との実

質的協働の実践に意識的に取り組むとともに,それらの事例を蓄積・共有した

上で,裁判員裁判の運営や判断の在り方全般についての検討が行われています。

また，公判前整理手続の長期化も従前からの課題の一つであり,引き続き，法

曹三者の間でi手続の基本的な在り方について共通認識を持つことなどにより

改善を図る必要があります。これらの課題に取り組むためにiま,裁判官同士の

議論はもとより〆法曹三者による意見交換や協譲について“より実質的，実践

的なものとして充実させていくことが期待されます。

側裁判員の負担への配脇慰判員の安全確保

裁判員にとって重い精神的負担となるおそれが類型的に高しi,遺体写真等の

いわゆる刺激証拠の取扱いについては‘裁判員の負担への配慮という観点も踏

まえて証拠の必要性等を吟味するという意識の下，判断されるようになりまし

た。すなわち，要証事実は何であり．その要証事実は事案の核心とどのように

関係するのか，他の証拠で代替できないかを具体的に検討しj必要性が認めら

れる範囲に限って採用するという意識が高まったも･のです。

また，裁判員の安全確保については，講じることが考えられる方策等を取り

まとめて周知し，各地裁においても，安全確保に関する方策を検討して実施し

ているとごろでま。もっとも，十分な方策をもってしてもなお予測できない

事態が生じることは避けられませんが，そのような堤合には，裁判部とは異な

る視点や情報の蓄積を持つ事務局'とも連携すること.で， 多角的に検討した上で

庁として対応する必要があることを常日頃から意識しておく必要があります。

側国民の理解と協力を得るための取組

裁判員制度に対する国民の理解と協力は裁判員制度の円滑な運営に欠かせ

ないものであり，今後も国民の幅広い参加を得るための努力を惜しんではなり

ません｡今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下においては，感染

fr ･/c-､、
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防止策を徹底するなどの工夫をして，裁判員が安心して安全に参加できる環境

を整える必要があります。このような対応に限らず,裁判官や裁判員経験者が

参加する出張講義等の広報活動を積極的に行い，裁判員経験者の声を広く届け

るなどの地道な努力を続けるとともに，広報活動等を通じ,様々なチャンネル

を通じて地域社会との接点を持ち；その実情等を踏まえながら得られた知見を

制度運営全般に活かしていくことが求められます。

伺控翫審及び鐡判員観判非対象事件の審理の在り方

裁判員裁判の取組や理念は，刑事訴訟法の本旨に立ち返.ろうとするものであ

り，裁判員裁判対象事件の第一審の審理のみならず,刑事裁判全体に推し及ぼ

されるべきものです。控訴審の在り方については,事後審の徹底という本来の

趣旨を踏まえつつ，高裁。地裁の裁判官との間で議論。検討が重ねられていま

す。また，裁判員裁判非対象事件の審理の在り方についても，裁判員裁判のプ

ラクティスを単に形式的に採り入れて運用するというのではなく，そのプラク

ティスの目的や実質に照らして，具体的な事案に応じた運用の在り方を模索す

ることが必要です。

2その他の刑事蕊判について

（1）適正な通訳の確保のための取組

ア現状一

近年，いわゆる要通訳事件の数は高い水準で推移しています。また， 出入

国管理及び難民認定法の一部改正により新たな在留資格が創設されたことか

ら，要通訳事件が増加する可能性があります｡このような中で,裁判所とし

ては，法廷通訳に対する社会の関心の高さに対応し，適正な通訳を担保する

ために’①裁判所及び訴訟関係人の適切な配慮による通訳しやすい審理の実

現,②通訳人の数の確保，③通訳入の質の確保に関する取組を継続する必要

があります。

イ裁判所及び鯨舩関係人の適切な配慮による通訳しやすい審理の実現

一句へ
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刑事公判において適正な通訳を確保するためには，特に第一審において翫

訟関係人が通訳に適した尋問を実践するなど訴訟活動において配慮を行い，

裁判官も同様の観点から適切な訴訟指揮を行うことが必須であり，法曹三者

の間でこの配慮の在り方についての理解が共有されるよう，裁判所からも適

切な働き掛けを行うことが必要です。これまで，適正な通訳を行うために裁

判所及び訴訟関係人が配慮すべき事項等について，通訳人経験者に対するヒ

アリング結果等を墓に取りまとめて提供し， 司法研修所の研究会でも麓論が

されたところです。勉強会を開催して法曹三者と通訳人とで意見交換すると

いった取組も各地で行われており,こうした取組の継続が強く期待されます。

ウ通訳人の数の確保

通訳人候補者名簿データベース（以下『DB」といいます｡)は,裁判所に

係属する全ての事件で利用できるものであり,その登録者数の更なる充実が

必要です。その方策として, DBへの登録が未了の通訳人を選任した場合，

当該通訳人が適性を備えているときは，登録に必要な手続を教示するなどし

て，積極的に登録を促すことが有益であり，こうした運用を定着させる必要

があります。また，裁判官が通訳人候補者の供給源となることが期待される

大学に出張して法廷通訳に関する説明会を実施する取組が複数の庁で行われ

ています。さらに,通訳需要の高い言語に焦点を当てた積極的な働き掛けを

行うことによづて通訳人候補者を拡充することが有益であることから．令和

2年10月，その具体的な方法を紹介したところです。今後も， このような

取組を通じて，各庁において積極的に通訴人候補者を確保していくことが強

く望まれます。

エ通択の賀の確保

毎年，多数の通訳人候補者を対象に，法廷通訳経験の多寡等に応じた研修

を実施するなどして，通訳人の能力向上に努めているところです。

また, DBへの登録希望者の面接について，令和2年6月から，希望者の

、
１
ノ
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通訳能力をより適切に審査するために,経験豊富な通訳人候補者に同席して

もらい，希望者の通訳能力について意見を述べてもらうという運用が全国で

実施されています。

倒令後処理に係る取組

保釈購求等, 、被告人の身柄に関する判断については，社会的な関心が高いと

ころです。これまでも， 司法研修所における研究会や各庁における蟻論の場に

おいて令状審査の在り方を取り上げ，裁判官同士が霞論を重ねてきたところで

すが,一昨年来保釈中の被告人の逃走事案が相次いで発生したことを受け，令

和2年1月から2月にかけて行われた刑事事件担当裁判官協蟻会以降，逃亡防

止の判断についてよりきめ細かな検討を行う必要があるとして；保釈保証金を

含む逃亡防止を担保するための保釈条件の在り方や；当事者双方と十分な意見

交換を行うことにより，保釈条件を設定するために必要な情報を適切に把握す

ることなどの審査手続の在り方等について議論を重ねてきました｡こうした議

論を,同協霞会や司法研修所の研究会で行った．上,各庁でその結果を還元し，

さらに；具体的事例を踏まえて.逃亡防止に関する篭論と実践を繰り返してい

るところです｡今後も，令状事件や準抗告事件を担当する民事事件担当裁判官, 、

簡裁の裁判官も含め， このような謹論を継続的に幅広く行うなどしながら；引

き続き適正な事件処理に取り組んでいく必要があります｡

なお，令和2年2月に開催された法制審蟻会総会において；保釈中の被告人

や刑が確定した者の逃亡を防止し，公判期日への出頭や刑の執行を確保するた

めの刑事法の整備に関する諮問(諮問第11o号)がされ,同年6月から,刑

事法（逃走防止関係）部会において，①保釈中・勾留執行停止中の被告人の逃

亡を防止するための方策， .②判決宣告後の被告人の逃亡を防止するための方策，

③確定した裁判の執行を確保するための方策について調査・審譲が行われてい

ます。

倒性犯罪及び被害者に係る取組

~）

_ノ
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性犯罪や被害者問題に対する社会の関心は引き続き高い状況にあり， これま

でも， 司法研修所において性犯罪を含む被害者に関する研究会を実施し,事実

麗定や手続における課題のほか，被害者配慮の在り方等についても議瞼を行っ

てきています。

平成29年7月13日から， 「刑法の一部を改正する法律」 （平成2.9年法律

第72号）が施行されているところ，同法律の国会審醗の過程で，衆蟻院及び

参議院の各法務委員会において，①裁判官に対して，性犯罪に直面した被害者

の心理等について心理学的。精神医学的知見等を踏まえた研修を行うこと，②

性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程において二次被害の防止に努め

る:こと等を内容とした附帯決譲がなされています。同附帯決騒以降，毎年， 司

法研修所における研究会等で性犯罪被害をテーマとして取り上げています（な

お，平成30年3月には，それまでの司法研修所の研究会における専門家の講

演録等を取りまとめた「性犯罪被害者の心理等に関する参考資料（刑事裁判資

料第291号)｣を各庁に配布じています｡)。また，各高等裁判所で毎年開催さ

れている「犯罪被害者等の置かれた立場，状況等に関する理解を深めるための

研究会」においても， 同附帯決騒以降，各庁で，性犯罪被害者本人を講師とし

て迎えるなどの取組がされています。

同改正法は，附則9条において，性犯罪における被害の実情，改正後の施行

状況等を勘案して施策の在り方について検討を加え,必要に応じて所要の措置

を講ずるものとすると定められています。その検討の一環として，法務省にお

いて，性犯罪に関する刑事法検討会が開催され,暴行・脅迫や心神喪失・抗拒

不能の要件の在り方，地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方及び性的姿態

の撮影行為に対する処罰規定の在､り方など刑事実体法に関する論点のほか,司

法面接的手法による聴取結果の註拠法上の取扱いの在り方など刑事手続法に

ついでも蟻輪がされ，令和3年5月に報告書が取りまとめられました｡これを

受けて，今後，法務省において，性犯罪に係る刑事法に関する施策の在り方に

へ
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ついて更なる検討が行われる予定です｡

また,同検討会における論点の一つとして掲げられていた，起訴状等におけ′

る被害者の氏名等の秘匿の在り方については,法務省において，別途，法改正

に向けた具体的な検討を加速して行うこととされていましたが，令和3年5月

に開催された法制審溌会総会において，刑事手続において犯罪被害者の氏名等

の情報を保篭するための刑事法の整備に関する諮問がされ, 同年6月から,刑

事法（犯罪被害者氏名等の情報保護関係）部会において調査・審溌が行われて

います｡

裁判所としても，法改正の動向を注視しつつ，引き続き必要な取組を続けて

いくことが望まれます。 ・

側刑事手続のIT化

近時の社会経済情勢の変化，特にD ITの急速な発展や社会における普及状

況等を踏まえ,国民の裁判手続のIT化に対する期待も高まっているところで

あり, このような社会のすう勢からすれば，刑事手続についても, IT化の実

現に向けた検討をしていくことが必要と考えられ,令和3年3月,法務省に｢刑

事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」が設置され，捜査段階で

ある令状手続に限らず，公判を含めた刑事手続全般を対象として, IT化に向

けた検討が開始され，令和3年度末を目処に検討の取りまとめを行うこととさ

れています。

もとより，質の高い裁判の実現を目指すためにも，刑事手続の事務処理の在

り方について不断の見直しを図っていく必要があり；今後は, ITを活用する

という視点からも検討を進めていくことが考えられます｡》政府における検討に

関してはｩそのスピード感を意職しつつ，裁判所として適切に対応していく必

要がありますが，裁判官においても，政府における検討状況を注視しながら，

ITを活用した場合の事務処理の在り方の検討も行っていくこと湖期待され

ます。その検討に当たっては, .J・NE･Tボー.ダルの刑事情報データペース(ケ

多

‘ 、
、 ノ
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イフオ）の関連配事を参照して下さい。

3 おわりに～餓判部と事務局等との連攪

個別の裁判事務であっても，裁判所全体の事務に関わるものや社会的な影響

の大きいものも少なくなく'，裁判官と．しては，社会の動きに常に関心を持つと

ともに，裁判官同士でよく蟻舗をし，事務局とも連携して対応することが求め

られます。 。

例えば，裁判所庁舎内で加害事案や逃亡事案が発生した場合には，地域社会

に不安を与えることとなり，国民の裁判所に対する信頼に大きな影響を与えか

ねません｡このような事態が生じないようにするためには､日頃から裁判部と

事務局とが連携し, ､庁として適切な事務処理態勢を構築するとともに,問題事

案が発生した場合には，所長まで迅速に情報を流通させて，庁として適切な対

応がとれるようにしておく必要があります。

また，個別の裁判における感染症に対する対応策や警備の問題のように，裁

判体がそれぞれ個別に判断すべき事項であっても,当該個別の事案における当

事者・関係機関の意向だけでなく，裁判所全体の人的・物的状況や他の裁判体

の事件処理に与える影響等を踏まえた上で, あらかじめ裁判所内部で十分な意

見交換や検討をしb さらに, "組織として関係機関と事前の調整を行う必要があ

る場合もあるということを念頭に置き，個々の事件処理を行うことも重要と思

われます。

以上

、
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は･じめに”

家庭裁判所はb家庭や家族に係る紛争や，少年の非行について，そ

の背後にある原因を探り緋ら,それぞれの事案に応じた適切妥当な
措置を講じ，将来を展望した解決を図る:という理念に基づぎ昭和2
4年.1．月1日に創設された｡

その基本的役割は創設から加年余を経てもまわることばないが，
社会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求めら溢る具体的な役

割もまた変化じできており‘家庭裁判所ば, :そめ変化参踏まえつつ，
上記の理念の実現に向けて的確に対応していくこ:とが求められている。
本資料ほ,:そうした家庭裁判所の現状及び課題をコンパクトに差と
めたものである。

1

（

、
１
ノ

家庭裁判所は今年で創段70周年を迎えます。その間の歩みの中で，

譲判所に持ち込まれる零件IきIま常にその時”社会経済摘勢や人々，
家族観.価値観が反映されてきました帆近時iこお痔る家族や社会の在
りようの変化にはとりわけ自を見張るものがあり:,家事事件は，当事者，

間の対立が先観化するなどL､て解決が困難な事蒙が増えて壱でいまず。

少年事件においても,騨査や誕逼判断に困職覚える事件が少な鰯り
ません｡また､ こうした変化に伴い,.琢庭裁判所が社会で果たすべき鍵．

8 ． ．

割も；それに応じて大きく変わりつつあります6威年後見剰度に負いで：

は, ,成年後見制度利用促進基本計画を受けて，市町村をは.じめとする関

係機関との間で連鐸に向けた協醗が進められてい'ます｡。裁判所として

は"引き続き個々の事件処理に鐙ける運用施善に荷iﾅた努力を尽くし
ていく苧方で，計画の目指す地域連携ネツトワ寺クの構箪へ向けて, ,関

係機関とも協力していかなければなりません｡各職鰄それぞ柳果だ
すべき役割を改めて検討し"関係機関との連携を強化するなどして，家

庭裁判所としての機能を一層充実させていくごとぶ求められます｡>
、 0 ･ B B D

I

._）
、

(平成31年最高裁判所長官［新年のことば」より）
、
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il 家殿の事件の概況

1 露事事件等の概況

令和2年の家事事件及び人事訴識等事件の新受総件撫1:19.万5， 3
83件であり，この10年間で約36％増となっている。このうち家事審
判事件はg2"6, '830#.(加年間で約46･%増h家事調鐸事件は
13郡， 937件(同約5％減)で,これらが全体ゐ約”％を占めて
いる｡家裁ばこれまでも社会経済鶴の変化に対応し,喜霧処理の撫
や方式を工夫ｩ改善してきたがj家事事件手続法(以下嫁事法｣という｡）
の趣旨やその背景にある国民の=-ズを踏まえて，事件の織りを問わず，
更に取組を深化させる必要がある｡
（1）家事審判事件の概況…

家事審判事件墨純:8%を占める別表第一審判事件の新受件数につい
ては,増加傾向が続いており;特に癖後見関係事件ゐ増加罐しい・
％他方; :月峻第蕊鱸件の新受件数について隣平成25年以降お
おむね緩やかな減少傾向にあったが,■令和2年は,2万0， 376件と

増加(前年比約6％増）している｡：
②寒事瞬停事件の概混 ： 、

家事調停事件の新受件数感平成19年から平成2:4年まではおおむ
ね増加傾向にあったが，平成25年以降,おおむね緩やかな減少傾向に
0 ●参 ｡ .ひ

ある｡、 ． '

側:人事歸醗事件の概況

人事訴訟事件の新受件数は,平成'6年4月に家裁へ移管された後,
平成24年に最も多くなったが,平成25年以降は減少傾向にある｡
側子の運選卓立事件の極混…
予め返還申立事件ゐ新受件数は；平成26年(ただし,施行された4

P 心 争 △ 0 ･

月以降）は9件,平成27年は．26件,平成28年は25件,平成29

年は12件;平成30年は27件,平成31年(令和元輔は16件，
令和2年は18件であるた．ひ。、
2．少年事件の概況： & ：

少年保護事件の新受人員鏡平成“年以降減少しており昨令和2年は，
5万1，． 485人(前年比約9％減｡ "10年間で約68％減)となってい

るjこの減少傾向廷;:少年人口の減少が~つの要因と考えぢれるが,新受
人員は,少年人口の減少割合以上に裁少している6
事件織りで見ると,交通関係事件は一貫して減少しており,令和2年は
2万2; 257人(前年比約9％減) となった｡これは, .1:0年前と比べ
ると約61％減少したことになる｡また,同様に一般事件も減少しており，

1
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令和2年は2万9， 228人（前年比約9％減）となった。一方，凶悪犯

椴人,散火,強盗及び強制性交割は,平成2迦年から平成”雫まで
は減少傾向にあったが，平成30年に一旦増加に転じた後,令和2年は5

24人(同約29弘増）となった6. :

個別の事件を見ると,社会的関心を集める重大事件や,資質や家庭等の
環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事倖Iつ

･ ・ へ O

いて，適正な事件処理が求められているといえる。 、

第2..．2. ・謹察事件関係

1 家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検肘すべき事項.￥
(1)霞事法施行の遼蕊

平成25年'月に施行された家事法ぱ蒙族をめぐる社会状況や国民
め法意識の変化を背景に当事者間の利害の対立が先鋭化し,解決困難
な紛争が増加してv､るという家事事伴を取り巻く現状にふさわしい法的

8 マ ｡ . . ･

紛争解決手続を実現し蝿とす“のであ腿家事事件の手続を現代社
会の要請に合致したものとするため，当事者等の手続保障に資する規定、

p 坤 ● ◆ ■

を拡充するなどし,また，手続をより利用しやすくするための制度を新
設するなどしている。

、家事法の下における家事事件の処理に当たつ七ほ,法の規定を遵守す
ることは当然のことであるが,裁判官を始めとする各職員が,家事法が

、 ： ． ． 、

制定さ＃だ背景をしっがりと理解した上,家事法の趣旨に則った運用の
実現に努め畳ごとが求められ』ている｡
倒薮事法の下における家事園停の運営

家事法の施行は,家裁の紛争解決銭能の強化を実現するための重要な
契機と位置付けられるところであり,客家裁においてば家裁の主要な
事件である家事調停め運営改善に師組ﾊﾉでいる｡:

家事調停の運営改善の簸組におﾙ､ては,裁判官はもとよりｳ家事調厚
委員『書記官,家裁調査官等の関係職種がj問題意職を共有してそれぞ
れの役割を適切に果たしていく必要があり，定量的定性的両面からの
効果検証の視点を持ちな承ら, この取組を庁として継続していく.ことが
肝要と考えられる｡:このような観点から，協議会等においては,家事調

鴬鰯鑿臺室鱒蕊蕊蕊麓鰯雪雲蕊

、

）

1

）
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携の在り方，取組の効果検証の在り方,:効果検証の結果を踏まえて取組

を修正し》これを継縄定着させていくための課題といった点について
議論が重ねられてきており,家裁においては，関係職種間の連携をベー
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スとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要どの意識が浸
,透しつつある6

今後は,今まで積み重ねてきた総齢的な議諾を,個別具体的な事件の
中でどのように実践していけるのかといった視点で検箭を深めていくこ
とも重要でありj磯婚調停事件や子の灘に鮒る事件など,裁判官の
ﾘｰダｰｼｯプと関係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類
型を意識しながらh更に取組を進めていくことが求められているｳ “

』 また,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大防止の観点からは“小規模の
室内で当事者と対面じ比較的長時間にわたり事楕聴取及び調整を行う従
前の調停の在り方をそのまま維持することは難し<なっており"調停手
続の利点を生かLつっ利用者のﾆｰズや生活様式の変化に対応する新た
な手続の在り方を検討?･模索しおいく必要がある6:そして,むしろこの

機会にこそ,従前のやり方に囚われず,鯛停め本質･利点に立ち戻り,
これからの時代の当轄のﾆｰズに適う:調停運営の在り方を繩酌に考
え実践していくととが必要かつ可能であり；またそのような必要性を関

係職種(調停委員を含む｡ )も含めて共肴しや荊識になっているの
ではないかとも考えられる｡そこで,家庭局は,各庁から知恵を結集?”

共有し,具体的な運営改善に生かし,つなげていく観点から;令和2年
5月以降に,各庁の検討結果についての鱗提供を受け,同年8月にそ
れを取りまとめたものを各庁に還元した｡また,同年ii月には，司法
研修”ぴ裁判所職員総合研修所諮向識さ縦腺事基本‘専門研
究会2(面会交流)及び家事実讓研職においそ本誼組に関する盗議
が行われ, :同研究会の成果も踏まえて各庁で検識実践が行われ,令和
3年'師ら2月にかけて開催された家事事件担当裁判官等協議会にお
いても本取組が霞議事項として操吐げられ,各庁における検討.取組
の状況や, :そめ中で見えて誠課題及びこれに対孝る具俸蝿克服策の
実践例等を共有した上で.協議を行った‘さらに,本年5月に麗催され
た調停委員協議会でも採り上げら加実際Iと調停運営を榊調停委員の
視点からの率直な受け止めを確龍するとと､もに,鯛停の基本的価値を損
なうことなく》合理的がつ充実した事情聴取.關整を実現するために調

1
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、
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停委員が果たすべき役割等について協議を行づた｡今後本取組の更な

ろ実践の本格化が期待割,本取組は,調停運営の在るべき姿を目撤
て検討実践と検証,修正を繰り返していく長期的な取組となることが
想定されている。 、

倒憲事法の運用土あ鰭問題
申立書の写しの送付,子の意思の把握･考慮電話,テレビ会議,調

3 ．
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停に代わる審判偶ﾘ表第二に掲げる事項につき新設）等,家事事件の手
続に関し規跡新設されたものについては,それぞれ新設ざれだ趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられている.ところ

｡ ｡ ? . ． ｡： ロ . b･

である。
； ． . 。 ． 、

なお,家事事件に限らず秘匿情報の適切な管理が課題とされており，

各家裁においては, これを実諦る”の蝿間連携の在り方を含あた
検討や実践が進められているざ ；”
2後躯係事件及び財産管蕊人選任事件の逵用見直し
．(1)後見閑係事件の運用見直しの現状

：後見関係事件は,平成ユ2年4:月に現在の成年後見制度が始まって以
来増加の一途をたどっており;令和2年1:2月末日鑑の管理継続中の
本人数は"約24万1” 000人に上っている(令和元年i2月末日時
点ほ約23万3,000人)。差た,政府ｶﾐ作成したオレンジプﾗﾝに
よれば,我が国における認知症有病者数は令和7年には約700万人に

至ると推計されており，成年後見鱸の利用者数は,今後更に増加する
こどが見込まれる｡…このような釈況がら;国民の成年後見制度に錨する：
関心も高い状況にあり，近年,家裁においでは,従前の剃度運用がﾉｰ
ﾏﾗｲゼ当ジｮﾝ, 自己決定権の鱸,身上保護の重視といった成年後
見制度の趣旨に沿ったものとなっ定いるかとい．う視点で検討を重ねてき

たp

とりわけ,後見等監督の在り方については,後見人の裁量を尊重する
とい,う制度趣旨を踏まえたものとなっているか淫いう点につい輻現状

糸を客観的に検証した上で;実証的な視点を持って見直しが進められ,》そ
の結果後見火が家裁に報告する事項を癖かﾝう+分癒範囲に絞り込み,
家裁が審査すべき事項を明確にするといった新たな監督手法が取・り入れ

られたが引き続き,新たな監督手法の定着に向けた取組を進めていく

必要がある｡:今後は,成隼後見雛の趣旨から畷べき後見監督の姿を
検討するどいう取組の理念を庁とじて継承していくことが課題である。
②“外部機関との連撹に向けた取組….

平成28年5月, 、 ｢成年後見制度の利用の促進に関する法律」似下
I促進法」という。 ）が施行された。同法に基づいて設置された「成年

後見制度利用促進委員会｣には，家庭局長も委員に任ぜられ,政府鋲策
定する｢成隼後見制度利用促進基本計剛（以下堪本計画」という｡）
について盛り込むべき事項について議論が重ねられ，政府はi平成29

年3月に基本計画を閣議決定し,､平成29年度から，基本計画に沿って
‘制度の利用促進に関する取組が進められている。
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制度の運用を担う裁判所としても, ・政府における取組を踏まえ，国民

にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。

そのためには,後見等監督における運用の見直しに限らず,成年後見制

度で利用ずる診断書の在り方,本人の生活状況等を踏まえた適切な後見
人の選任;後見開始後の本人及び後見人に対する継続的な支援といった
点につi,ても,制度の理念に沿?た運用の見直しを検討Lでいくこと:が
求められる｡また,裁判所内部における取組のみならず，地蛾社会全体
で後見人を支援することのできる環境整備，とりわけ,利用者の身近な
ところ龍祉行政を担っている市町村等やこれを支援ずる都道府県の関
与が不可欠であり,ま胸｡市町村等力沖核的役割を担うためにも, ､身_上
保護や財産管理において専門的な知見を有する専門職団体が行政の取組

． ． ． ：
に積極的に関与し贈連携していくことが重要と考えられるb . .、
〃この問題は関係機閾等どの間の協議d運営を必要とずる重要課題とし
て司法行政的な対応を要し,事務局零事件部と一体となって庁全捧で取
組を進めていく必要があることから,平成29年度以降,毎年最高裁に
おいて後見関係事件事務打合せを開催しておりj :令和2年度も7月:に同
打合せを開催した｡同打合せにおいてば,:①中核機関等の整備及び機龍
充実に向けた地方自治体等との連携,②基本計画を踏まえた後見人等の‘
選任の在り方,③後見人等の報酬ゐ在り方雄について意見交換等を行
った｡，

前記②及び③に関しては,家庭局と日弁連等の専門職団体との間で，
継続的に協議を重ね古いるb基本計画を踏まえた鋒見人等の選任の在り
方に訓､そは家庭局と専閑職団律との間で認識の共郁至り,惨報酬付与
の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ,各家裁において今＃
後の運用について具体的な栓討を行うことについての理解を得て, ･各家
裁での桧討を行う際の参考となる資料を添付した家庭局第二課露簡を、
平成3'年i月に発出し逼塞だ‘家庭局と専門職団体との間で,:親族
後見人に対ずる支援という観点から後見監督人に期待される役割につい
ても,今後の検討の基本となる考え方がおおむね共有されたので;その
内容Iあいて記載した家庭局第二課長書簡を令和元年8月に発出した｡：
さらに,家庭局と専門職団体との間で,保佐人及び補助人に窺待される
主婁な事務について,検討のたたき台となる考え方職有され;その内
容について記載唾家庭扇第二課長書簡を令和3年'月に発出した6現
在，各家裁において， これらの書髄を参考として,､親族後見人支援を中

核に据えた後見人や後見監督人の選任の運用等についての検討を進める
とともに,後見入等が行った事務の内容等に応じて報酬を付与するどい
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う考え方に基づぎ,大規模庁における検討状況を参考としながら，新た
な報酬算定の考え方や,…外部に公表する報酬額のめやすの在り方につい
て検討が進められている。 ： . ． ・

令和元年度は,基本計画の対象期間である鋤年の中間年度に当たる
ことから,専門家会議においてj各施策蝿捗状況差踏まえ,:個別の課
題の整理j検討が行われ,令和2年3月,％ 「成年後見制度利用推進基本

計画に係る中間検証搾書｣、(以下｢中間検証報告割という． ）が取
りまとめられた｡ ．

● ■ ｡ 。 ＄ 1 口 ﾛ . ■ ‘0

．令和3年度は,基本計画の対象期間である5か年の最終年度であ肌
基本許画における施策の達成状況や次期許画における目標についての最

1

『

T

終報告書が令和4年3月頃に取りまとめられる予定である｡． 、

値のような状況も踏ま匙成年観制度の利用促進に向けた地方自治
体等における実践的な検討や取組が進められるこどが予想される中，家
裁も地方自治体や専門職団体等の外部機関と-脂分に連携し,促進法,..基
本計画及び輪検証報告書の趣旨壷踏まえて,家裁に求められている役
割を果たしていくこと瀞求められる｡
：成年後見制度で利耐る診断書については,財産管理能力の確認に偏
り過ぎているという指摘を踏まえ)判断能力iこづいての医師の意見欄の
： 、

表現を見直す錘どの改定を行うとともに,福祉関係者が有している本犬
；の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため,
平成3,年期から,;新たに｢本人情報ｼ剤｣鶴入した。
側不正防止に関する取組・ ．

． 、 ． ：

令和2年1月から12月までに寒庭局に報告された後見入等による不
正事案ば1｡86件，被害総額は約7億9, 000万円で，平成27年を

ピｰｸに減少し続けているものの(平成31年1月から令和元年1:2月

までに報告された不正事案は2･0:1件,被害総額は約11億2, ･000
の ｡▲ ･ ･ b ・り ①

万円)，なお社会的に許容される水準とはいいがたい状況にある｡‘ ; 、

“不正対応については,平成23年以来;名家灘おし$て;極対応時
の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組繩められており;一定の成果
を上げつつあるように思われるが;今後も引き続き不正対応の重要性等
について注意を喚起し;"更なる不正被害を防止するために必要かつ合理
的な措置を迅速に講ずることの重要性を十分に認識した運用を徹底する
ことが必要である｡ ･･

. i J .

また, ､後見制度支援信託については,平成2.4年.2月から令和2年1

2月末日までの間に’ 2万7,257件が契約縦に至っており,支部・
出張所における利用件数も徐々に伸びてきている｡“
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さらに,基本計画の閣議決定を受けて,j一部の地域金融機関において,

後見制度支援預貯金の取扱いが開始された｡同諦金を取り扱う金融機
関は徐々に増えており，平成30年'月から令和2年’2月末日までの

間に3， 522綱喫約締結に至っている6今鋒は，同預貯金を取り扱
う金融機関が更に増加することが予想される。

撫職鑿驚蟻辮鰯蕊辮撫
I

れる｡ ．

仰…財産管理事件の処理について．

財産管理事件の新受件数に関する過去10年の動向を見ると,不在者
財産管理事件については, .&0:00件前後で推移しているのに対し,

相続財産菅達事件は,年々増加を続け;令和癖には2万3"617件
となり;加年間で約1．5倍となつだ｡ :，
: i:財産替理事件において,定期的に財産状況を確認することの必要性や，
特に相続財産管理事件において,管理終了に向けて計画的に清算芋続を
進めるため, ‘管理人に対する助言や働き掛けを行うことの重要性につい
:ては;;槌来から強調されてきたところである｡藍た,財産管理上の問題
：を把握した後は，後見関係事件と同様に“財産の流出を阻止ずる措置を

過速に講とることが求められている｡
管理終了に向けた計画的な清算手続に関連子るものとして,相続財産

管理事件における不動産の国庫帰属につし《て;財準賓理麗局が,令和2
年ﾕ:2月に,法律上国庫帰融べき不動産に関する事務の具体的な取り
;綱を示すととも踵,国庫帰属財産の円滑な引継ぎの実現のたあに,各
財務局等において関係機関どの協力体制の構築i甥あるよう各財務局に
周知する通達を発出している｡
平成加年il月(=蔀の規定については令和元年6矧から所有者
不明土地の利用の円淵上等に関する特別措置法が施行されているざ伺法
には,:所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認めると
きは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁に対し,財産管
理人の選任を請求できるとする民法の特例が定め:られている｡今後国
の行政機関の長等からの財産管垂人選任事件の申立てが増加すること添
予想さ湿誕ころであり，事案の性質に応じでf適切な運用を行うこと
が求められている。

火事鯨醗事件の適正かつ迅速な審週
家裁に人事訴訟が移管されて17年が経過した。その間‘未済事件は，

卒成20年以降,年省増加し,平成23年12月末時点で1万件を超える平成20年以降，年省増加し,平威

～
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‘羅蕊蕊筆撫繍鰐捌鰯雲瀞して“
’,また,既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり,､令和2年の平
均審理期間は13r8月であった6朱済事件の平均審鋤間も,平成2･4
年は若干短縮したものの;平成25年以降は長期化傾向に戻っていること
がらすると,平均審理期間の長期化の原因を長麹未済事件の優先的な処理
に求めることは難乙いと考えられる。 ：

ユなおj令和2年の既済事件の平均審理期間は,剛裁で処理して0〉た当時
（平成15年)より'も審理期間は約4，5月長くなっている｡また』財産
分与の申立てがある離婚の訴えで底争点整理期間を中心に年萄審理期間
が長期化しており(平成23年ほ,4:4月,令和2年は,7． 7月)〆
財産分与に関する合理的かつ効率的な審理確り方等にづいで鯛するこ
とが必要であると指摘されている｡さらに,財産分与の申立てがないもの

についてもi審理期間が年有長期化していること(平成23年は9.%9月,
令和2年は’2， ’月）を直視した上で, 'その原因分析及び対応策の検討
が重要であると考えられるざ ；

4国障的鰐の奪取の民幸上の側面に関する条約の実施に関する法律の
・運用

国際結婚が破綻した場合等におしくてｩ子が国境を越えて不法に連れ去ら
れた際に,迅速に常居所地国に子を返還ずること等を定めた:庖際的な子

鰯塁震蜑撫麗蹴釜蝋轍鐵聯
成25年最高裁判所規則第5号）も施行された｡ ： ： ，
子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する鯨識及び大阪家裁並び
に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては,適切な運用の確

立に向けた取組が鋪ており､これ燕のところ,円滑な軸処理率され
ているところである。東京も大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し

くは変更又は子の監謹に関する処分についての審判事件及びこれらの抗告

事件においても,－定の場合には,上記実施法及び実施規則の適用がある
ところであり, この点にづいては留意が必要である。
5最近の立法の動向について

(近時成立した法律について)

(1)児童虐待対応に関する児宣福祉法等の改正

遍童福祉法及び児童鱗の防止等に関する法律の-部を改正する法律
が，平成30年4月に施行された。 ．

この改正により，①児福法28条の審判事件において家裁が都道府県
8
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に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面瀧拡大し,:②保護者
の意感こ反して2か月を超えて引壱続き一時保護を行おうとするときご
とに家裁の承認審判を必要とする制度が創設された。

． ：まだ, この改正法の附則第4条において,政職,施行後3年を目処
として,"改正後の法律の姉状況等窪勘案し)改正後のそれぞれの法律
の規定について検討を加え,その結果に基づ耐て必要な措置を講ずるも
のとされたことなどを受け,令沌年9眉か既児童相鰄に毒ける一
時保護の手続等の在り方に関する検討会が厚生労働省主催で開催され，
鋪3年4月に取りまとめがされた｡現在,厚生労働省,法務省及び最
高裁といった関係省庁等において,一時保護の開始の判断についての新。
たな司法審査の導入に向けた様々な観点からの検討が行われて1，る｡
画成年年齢の引下げ“

民法の成年年齢を1.8歳に引き下げる民法の一部改正法が‘平成30

年6月に成立し,公布されたも堂の法律職一部噸走を除きj,令和4
年4月1日から施行される｡

.…家事事件において,成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては,親

bl

、
ト

ノ

権喪失事件，.親権停止事件,管理権喪失事件;親擢･管理権辞任許可事
件,未成年者を養子どずる場合の養子縁組許可事件;離縁後の未成年後
見人選任事件,灘縁後噸権者の指定事件;未成罐見人選任事件I親
権者の指定凌更事件な跡ある。
画執行法嗣の見直し
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

0 ● . ■ ヰ . 。 . ．

に関する法律が，令和元年5洞に成立し;公布された6:この法律は，一
部の規定を除き，令和2年4月1日に施行された。

‐早の法“うち国際的な子の返還の強制執行に関するも”主納容
は,①間接強制の前置に関する規律の髄し,②債務者の審尋に関する
規律の見直し'③子と債務者の同時存在に関する規律の見直し，④債務
者の占有する場所以外鵬所に測る執行官の権限等に関ずる擁ゐ見
直し'⑤子の身上の配慮に関する規律の新設である．民事執行法Iとつい

ては;桓跨的漉の返還の鯛執行と同内容ゐ規急穀げられた｡＝<
法改正を受けて,民事執行規則及び国際的な系の奪取の民事上の側面
に関する条約の実施に関する法綱こよる子の返還に関する事件の手続等
准関苛ろ規貝j等の宇部が改正された｡≦ ::: ､: .…
養育費の履行穂保については, この法律によりう債務者の財産状況に
関する情報取得輪が新設され;蕊育賓の権利者も, :蝿局から不動産
に関する情報を(令和3年5月から),金融機関等から預貯金債権情報を，

、》 9
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市町村等から給与債権情報を,卸凱取得できることになり,強制執
行を行いやすくなった｡なお，養育費不払い問題については,近蹄社

会的ｼ政治的な関心がますます高まっておりγ政府や与党Iと養青費不払
、 イ

い解消に向けた複数の検討体が設賦られ,現在も, .裁判手織ご関するも
のを含め,'運用改善jや制度の見直じについて様々な議論がきれてい別
法務省の有識者会議では,運用改善事項陣いて令和乞年9月に中間取
りまとめ瀧公表されており，同年’2月にほ制度的在り方についての取
りまとめも公表されている(いずれも各家裁に周知済み)6ここで取り上

げられた論点については,.引き続き，後記(9)の法制審議会民法（家族法

・制)部会においても，調査.審議が見込まれる.､ ： …
側錘年被後見人等帷轆賦(欠格事由)の見直し， ‐
，成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る'ための関係

駕灘妄麓辮擢襄獺懸溌欝言輔
’4日,同年12月'日,同月14日に分かれて施行された6

この法律は,成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置ど
して.成年被後見人及び被保佐人を資格；職種営業許可罰ら-律に
排除する規定について, これを削除したり;心身の故鶴の状況を個別
的凄賓的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)
を整備したりすることなどを内容としている｡ ． . ：

また，会社法並びに一般社団法人及び一般財団澤入に関する法律にお
ける取締役等の欠格条項が削鋒さ汎るなどの規定澱けられた会社法の
一部を改正する法律及び会社法の言部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律澗舗元年,:2月に成立し; ’公布さ誕港：
● 申.● ●･ ･ ● ◆ ■

これらの法律は, .－部の規定を除いで,令和3年3月1日から施行され

た。 :. ・ ・ ，

伺:蒋別養子縁組制度の改正
=糊U鐸子縁組制度の改正を内容とする民法等の一部を改正する法律が，
令和元年6月に成立し，公布された｡この法律はj一部の規定を除き,

令和2年4月岨に旛行され随
この法律の主濯内容は,①養子となる者の年齢要件等の見直し及び②
2段階の手続の導入等;特別養子縁組の成立の手鏡に係る規律の見直し
であ.る。

法改正を受けて,家事事件手綻規則の一部が改正された。

伺.生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した手の鍾手關係に関す
る民法の特例に関する法律

103
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律が,"令和2年'2月}こ成立し,公布された｡こ
の法律は,一部の規定を除き‘令和3年3月1i日に施行ざれだ(第8
章の規定は,公布の日から鶴して'年を経過した日から施行される｡)｡
この法律の内容は, ;生殖補助医療の提供等に関し,基本理念を明らか
にしj並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置瞳ついて
規定するとともに,:第三者の卵子蛾精子を用いた生殖補助医療により
出生した子の親子関係に関し,民法の特例を規定するものである。
,裁判実務に影響のある事項としては，第3･章に，女性が自己以外の女

性の卵予(その卵子に由来する胚を含む｡)鯛いた生殖補助医療により
子を懐胎L,出産したとき賎その出産をした女性をその子の母とする

ことが明示された(第9条)ほか農が,夫噸識得てj :夫以外の男
性の精子(その精子に由来する胚を含む｡）を用いた生殖補助医療により

懐胎した子につし#てば夫は,民法第774条の規定にかかわらず,そ
め手噸出であることを否認することができない(第10条)旨が規定

・ ・ ぎ： ・ ・

されている｡" ． ： ．

I

I

I

、
！

、

例登龍創度･土地所有槽の在り方の見直し
所有者不明土地の利用の円滑化等に関ずる特別措置法が,平成30年
11月~fデ部の規定については令和元年6月)&に施行され,土地収用法

の特例などとともに,所有者不明土地を適切に管理すうるため特に必要が

あると認あるときは, :国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁
に対し,:不在者繼管理人又は相続財産管理人の選任を請求できるとす
る民法の特例が定められた6 . : ： …・ ・

また,政府は，所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加速してお
りj平成29年,0月:から,登記制度.士鰄有権の在り方に関する研
究会が閉始され,平成31年2月に研究会の報告書が取りまとめられた6：

…これを美けて，同月の蜘識会霊'“回会議に制て,相続等によ
る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適

正に利用するためめ雌みを整備するために必要な方策について諮問が
行われ,同年頭から法制審議会の民法.不動産登識部会において審
議が行われた。

令和元年ﾕ2月の民法？不動産登記法(所有者不明土地関係)尊の改

正に関する中間試案の取りまとめ,令和2年1月ｶﾐら3月にかけてのパ
ブリック．:コメント等を経て; :令和3年2且法制審議会第189回芸
畿において要綱の採択及蝿申が行われた｡要綱にはj民法等の見直し
として,財産管理制度,共有制度;遺産分割制度の見直しなどが鋤込
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まれており, これを踏まえた民法･不動産登記法等の改正に関する法案

が,同年3月に国会に提出され;同年4月に成立,公布された。

(法案の提出が検肘されているものについて）
⑧民法の嫡出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直
：､じ ，

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として，平成3･年，

、0月から，嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
。 。 、 1 ． ．

が開催さ加嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大や出訴期間の見直しなど，
嫡出推定制度に関する鯖点のほか,生殖補助医療によって生まれた子に
関す.る親子関係の整備等について議論がされ,令和元年7月に研究会報
告書が取りまとめられた。 ､

また'同年6月､に公布された児童虐待防止対策の強化を図るための児
童福祉法等の一部を改正ずる法律において;・政府は施行後2年を目途に

懲戒権について定めた民法第82‘2条の規定の在り方についで検討を加
え':必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要な措置を講じ
るものとされたこど詮受け5筒月丞ら溌権の規定の在り方に関する研
究会で議論がされ,同年7月に研究会報告書が取りまとあられた。
シ同年6月に開催された法制審畿会第，84回会議において､民法の嫡

出推定制度に蹴る規定及蝿逵権に関する規定等の見直しについて諮
問され,同年7月から澤制審議会民法(親子法制)部会において，調査．
審議が行われ，令細年2月に開催された会議において鳴法(親子法
制）等の改正に関する中間試案」が取りまとめられた6.同月から，この

串間試案に対ずるパﾘｯｸ…ｺﾇﾝ職行われた｡
｡離婚及びこれに関連する家族法制の見直L･ 4

平成23年民法改正においｾは,親権制度の見直しに併せて,民法7
66条Iこ養育費や面会交流等が例示されたが,父母の離婚篠等における
養育費及び面会交流の確保について職政治的にも関心が高い状況が続
いており'同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含
めだ検討が求められてﾙ､ろ｡

令和元年’･'月より,家族法研究会において，離婚後の子の養育の在

り方を含む家族法の課鬮“いての輪がされ，令和3年2月に研究会
報告書が取りまとめられたb

、このうち，義育費の取決めの確保.履行確保については,びとり親家
庭の貧困の問題がコロナ禍により＝層深刻化してい崎との認織の下， こ
れまで様々な検討体での議論が蓄積され，面会交流についても，子の養
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青における重要性に鑑み,"様々な議論がされて来ているところである3
． ． ： ・・ ・

：離婚及びこれに関連する家族法制の見直しについては,･令和3年2月

開催の法制審議会第189回会蟻において,諮問がされ洞年3月から'

法制審議会民法(家族法制)部会iこ湖て,關査･審議が行われている。
6謀率事件手統のIT化・

令和2年7月17日に閣議決定された｢世界最先端デジタル国家創造宣
言.官民デｰﾀ巷用推進基本計画の変更にうし､てj及び｢成長戦略実行計
画.成長戦略ﾌｵﾛｰｱﾂブ.令和2年度革新的事業活動に霞する実行計
画についてJにおいで,蒙轄件輪のIT化に関しては,司法府による
自律的判断を尊重しつつ, ､政府において,そのスケジュールを令和2年度
中に検討するとされた｡これを踏まえ,令和4年度までに一定め締を得
るとの毒ヶジｭｰﾙが示され,令和3年4月20日からはｩ公益社団法人
商事法務誘究会の主催Iこより『家箏事件手続及び民事保全,執行'倒産手
続等,主化薪究会｣が開催されﾑ法制面での検討が始まっているd: …
にれを受け,令和3年度は,まずは新型コロナｳｲﾙｽ感染症の感染状
況蝿移等を踏まえ,東鳶大阪,名古屋及び復岡の各家庭裁鰄に郷
で,家事調停手続の期日でｳｰブ会議の識行を開織ることを目指して検
討?準備を鋤でいるところである。

1

～

）

』
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第3少年蕊件関係

1 少年審判の機能の更なる強化,箪糖処理の在り方の検駐･見直し
再非行少年の割合感依然とじて高い水準にあり，少年刑事司法全体
の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられており，

家裁としては,少轄判が果たすべき役割を再認識し,"その機龍を充実， 、
強化する必要がある。 ・ ・

少年審判の機能を十分に発揮す:るたあに賎關査段階のみならず,家裁
送致から終局決定まで,更には,決定後を含迩手続全体において事務処理
,が適時適切に行われる必菫があり,かかる観点から;手続全体I傘げる事
務処理の在り方について不断の検証,見直しが求められている｡
とりわけ,再非行防止の錨からは,少年の非行性が深刻な段階に至つ
ていない在宅事件についても,少年審判の機能を十分に発揮すること力泌

要と考えられる｡: ､

まだ快定薑謄本を含む社会記録は,執行機関において少年に対する処
遇の方針及び計画を策定する上で重要な参考資料となるものであり，保護．

処分は決定があれ蠅定を待たずに執行に沸するため拳件終局とほぼ
同唐に記錬の引渡しができるように努め,仮に同時に引撞しができない場

13 ，
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合には，遅くども事件終局後1週間以内に，執行機関に到達するよう送付

する必要があるこ‘どに留意しなければならない｡厚期齢の意義を再確議
し必要に応じて事務処理の在り方を見直していくことが求あられている。
2銭量による国選付濯人制度等の適切な運用
裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等

を主な内容どずる少年法の一部を改正する法律が，平成26年6月か‘ら施
行された6 ．

改正少隼法の下における裁量による国選付添人制度の運用についてほ，
国選付添人の必要性判断を,立法め経緯や制度の趣旨を十分に踏主え七適
切に行うどともに;選任過燕選任遅滞を防止するため,普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり,職種間の連携を強化したりす
るとどが極めて重要ど考えられる6 ‐・

なお,刑事訴訟法等の一部を改正する法律により,平成30年6月から
被疑者国選弁護人制度の対象亭件が拡大されているがiこれによ幟量に
よる国選付添人制度と被疑者国選弁護人制壁との間で鱸事件雄囲が異
なることとなったため,その点に留意して適切な処理を行う必要溌ある｡‘、

3少年函査票の新たな様式について“
・家鏑査官が行った社会調査の結果を, より的確に,読み手に分かりや
すい形で報告できるよう，令和2年3月に少年調査票の新たな様式を定め

る通達が発出され;令和3年,､0月，日から実施される予定である。
令和2年度には,東京家裁と大阪家裁においで,新たな様式での少年調
査票の記載方法につ〃､て調査官轄別研郷行われ,壱の結果が全国に還元
された｡ ､

害鰯鶇蕊譲誌 謹鱸奪鯉舗
家庭局としては, .､各庁の状況を確認しつつj引き続き必要な支援を行って

いきたし、と考えているb '
4簸近の立法作業の動向につLiて

． ． ・・ ・ F・

（近時成立した法律について) .
； 。.． ： ． 、

少年法等の－部を改正する法律

少年法等の一部を改正する法律が,令和3年5月に成立し,公布された。
この法律は,令和4年4月1日から施行される｡：

本改正法はｳ! ､i8歳及び1.9歳の者について,少年法の適用対象としつ
つ,その適用において特例規定を整備したbl8歳及びi｡9歳の者の取扱
いに関しては,全件家裁送致が維持された上で,①原則逆送対象事件の拡
犬,②犯罪の軽重を考慮した相当な限度を超えない範囲での保護処分,③
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ぐ犯の対象からの除外,④逆送決定後における不定期刑等の刑事事件の特

例規定の不適用,⑤起訴後における推知報遣禁止の解除等の特例規定が整
備され,併せて,更生保護法､少年院法等の関係法律の整備も行われた6

第4恵銭鯛査音関係

､‘1.. ．寒裁圃査官の役割。機能

（1）検酎の必要性i :

家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に応じてり様琴”
な事務を担ってきた｡しかし,近年,社会楕勢の変化や相次ぐ法改正を
､受けて;家裁における事件処理の在り方が大隷変わろうとする中で,
．:家裁の機能をより，充実識るために;;家裁闘査官が担うべき役割･機龍、
を改めて検討することが求められている｡家裁調査官の合理的かつ癖
的な活用については,その役割6機能を明らかにした上で,､洛庁の事件

． & ． ． ． ．

…動向事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。

②､象戴鯛査官の役翻噌能
家裁調査菅Iご関してば家裁に段置された趣旨とその職務の法的根拠
から〃その職務の根幹は, ･行動科学の知見及び技法を基盤と､して:,事実
の調査と調整を行うことlごあるといえる｡具体的には,蒙裁調査官Iご賎
法的視点からだけでは適切な判断轆決湖を示萱ない場合に,行動科
学の知見及び技法をいかして;必要な事実を収集迄α収集した事実を的

確に分析･評価じて客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む意
見を提出するどともに'(. ｢行動科学の知見等に基づく事実の調査｣)2 :
そのような分析‘評価の結果に基づいて当事巻少年等に対する働き掛
け~関係嬢関との間での調整を行う(｢行動科学の知見等に基づく調整｣）
といったことが離されているといえる6これを踏まえて;家裁調査官
の中核的な役割.雛は｢獺科学の知見等に基づく事実の調査と調整J
であると整理されている。

l 今後の際題､

多様な職種の職員から成る家裁が，今窪も社会の中で適切な役割を果た
すために賎家裁に特徴的な職種である家裁調査官が,,その役割､機能を“
子全に発葎するとともに1関係職種において,‘それに関する巽通理解が深

蔚篭譲鯨舞菫縛薔鮒謝妻蕊簿鰯

2

■ ■ U＝ーー．■ワーー百百一句一U p‐マーョロ 『 ■ーマF～ー‐ア再庁・毒一・門 一一一一 ．F声Uごｰ一

一へ

）

『

〃

〈
（

ノ

ペ ”ー9。ー己 一グーグ ーーー
・ ● ●､ ● ■●

■

びそれに基づく調査事務について，家裁調査官自らが改めて認識を深める
とともに,裁判官を始めとする関係職種がこれを的確に理解し, ･認識を共
有する走加視点を示吹ものである.同馴を翻して家裁調査官相互

■
●

4
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間での議論や関係職種間での意見交換が重ねられ，その成果が日常の調査
事務にいかされていくこどによって,廉裁調査官による調査事塞の質や技

謹鴎撫礁鷆駕駕撫鎚驚〃
り質の高い裁判が実現されるごとが期待される6鮎j各庁においては，
､新型地ﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大防止の観点芯踏まえた調養事務の垂夫等

嘉醗騨撫菫=薫辮蕊壹雲'同資料は総＊
令和2年度の首席家裁調査官力拙縮-る協議会等においては,同資料を
基にした協溌通砿注だ,同資料を踏まえた調査事務の改善等の取組
における具体的な検討を通じて,家裁調査官の役割･機能の認識共有が家
裁調査官に関する種々ゐ施策を進めていく韮での難たなるものであるこ
とが家裁調査官内部及び関係職種において理解されると:ともに,役割.嬢
能を踏まえた熱における実践も見られるように鐙っている実情が共有さ
れた6令和3年度においても,引き続き家裁調査菅の役割.機能について

． ． ！ 、 . ． :6 ． ． ． ． ｡ ｡ ′ ・ ・． 9 ．． ； ， ． ． ｡ ．

更なる認識共有を図るととIまもとより･ｩ役割･機能について議論した結果
を具体鮠実謬に鼬実践し,競判官等との相互議論を通じて効果検証
を行い》更なる改善にろなげてり､く必郵あることが砺認されて'､る｡

）

1

一

第5' 、家銭の蕊判官の役割

識の鈍官には,個棚事件を適切に処理することばもとより,書記
官のほれ家裁特有の家裁調査官,調停委員,参与員等の多様な職種に対
するﾘｰダｰｼヅﾗを発揮して各職種の専門性や強みを生かしつつ, ､これ
らを統括し；組織としての家裁の運営にも積極的に関与する役割が求めら
れる｡すなわち,磯判官は, #軍ず伊よりも,藤の熱の処理において主
俸的に各職種をﾘｰドする姿勢で取り組むことが必要であり，そのために

： 、 ．

は,事件の内容や鶴を早期に的確に把握して審理方針と見通しを立てる
どいう他の鋼所幟判官と変わらなし股割が求められることはいう･まで
もない｡書記官に対しては,進行管理上の留意点や法的調査の在り方等に
ついて適切な指示を与えるとともに,家裁調査官に対しても;的確に調査
の要点を伝え, :調査の進行中も常にその動向に配意し,中間的な口頭報告
を求めるばかりでな．く主体的にｹｰｽｶﾝﾌｧ:ﾚﾝｽを求めていくこと顔
どが必要と考えられる｡､

さらに;:家事調停事件においては;､裁判官が実質的かつ効果的に関与す
ることが必要であり,例えば,･調停委員の指定や調停期日の指定について
も意を用いるほか,解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き

16 ．
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１
日。

掛けを行うために,､評議を積極的に行ったり,!必要に応じて調停期日への
g △ ● ． ■ 。g

立会いを行ったりするなど,調停委員任せにすることなく,手続の主宰者
として調停運営を中心となって進あていくことが重要である｡令和3年1
月から朔にかけて開催説;家事調停の運営改善の取鍾についそ歳議が

□ g ◆ a ,‘ ｡

行われた家事事件担当裁判官等協議会においても,裁判官の役割について，
法的観点から紛辨決の軸を提供するとともに,雲続全体の進行Iあいて‘
大局的な視点から指揮する役割を津ているとの認識が共有された｡ :
また卿裁判官には，個々の事件処理の面にとどまらずi司法行政的な側
面でも;庁どしての誹延理織の鋪改善や関係機関どの連携の強化に
主体的蹴り組みう,さらに"入間関係の面でも‘, :信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の一体化を図っていく.こども求められるも例えば,新‘
規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築,家事調停の運営改善の取組な
ど庁としての運用改善の検討｡事件処理要領の改定,壊件の類型に応じた
細則策定の要否の検討,手続選別(ｲﾝﾃｰｸ)基準の見直し,長期未済
事件の処理方針の策定, ;少年や保護者に対する保識瀧の在り方など）

． ． ． 0 ． 1

各種事件処理の在り方に対ずる各職種の共通認識を深めるため,また…各
職種の力を結集して庁全体どしての事件処理の質の更なる向上に向けて；
他の職種を交えた庁内の検討雄導することなどが求められる｡:藍た,対

｡ ● ■､ ■ 寺 ①

外的にも，:福祉機関捜査機関"熱行機関などの関係機関との協議会の運

I

、
』

営などにも中心となって積極的に関与ずることが望まれる。
以上
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年度一一姻受.会言十歳･丞歳=出予算令一禾口己
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ｊ注
参
ｌ
く
計数については，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは合致しないものがある。

考） 一般歳出の主な内容 、

社会保障関係費,.文教及び科学振興費，防衛関係費j公共事業関係費及びその他の事項経費等がある。
裁判所予算は「その他の事項経費」に含まれる。
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謹
邑
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区 分 前年度予算 ．

額(当初) (A)

令和 3 年・度

予算額（当初) (B)

比較増△減

額 (B-A)

備 考

歳 入

1 租税及印紙収入

2 その他収入

3 公 債 金

合 計

歳 出

1 申

●

国 債 費．
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令和3年度一般会計歳出･歳入の構戚

一般会計歳出 一般会計歳入
(単位:億円）

二

。
ゴ

a
●

』

「

公債金
435970

《40.9”） 特例公侭
372,560

(349%)

所得説
186,670

(17.5％）

』

社会保障

358,421

(33.6％）

Ｉ
．

＝

計 一般会計
歳入総額

’ 法人説
89.970
<8.4％）

一般歳出
669,020

（62.8%）

歳出総額
租税及び印紙収入．
574,480

（53.9％）
1,066,097

(100.0%）
1,066,097
(100.0%)

地方交付税

交付金等

159,489

（15.0％）

公共事業

60.695

（5.7％）
消費税
202,840

(19.0％）

建設公債
63‘410

〈5.9％）

･防衛

53,235

(50％）

新型

コロナ対策

予備費
5Q"O

（4掴7％）

その他

92,700

(8.7％）
▲

その他
95,0”
(8.9％）

文教及び

科学振識

53,969

(51%) その他収入
55,647

（5.2％）

一一

〆 、

12,773(192%)

8,891(0.8％〉一
5,109(0.5%)

1,745(0.2％）
1,451(0.1%).

57,732.(5‘4％）
5,000(0.5髄し

食料安定供給
ｴﾈﾙギｰ対策
経済協力
中小企業対策
恩給
その他の事項経費
予備費．

※『一般歳出｣とは､歳出総額から国債費及び地方交付税交付金等を除
いた経費のこと。
※｢基礎的財政収支対象経費｣(＝歳出総額のうち国債費の一部を除い
た経費のこと｡当年度の政策的経費を表す指標)は､833,744(78.2%）

【
鰯
謹
里

に

(注1）計数については､それぞれ四捨五入によっているので､端数において合計とは合致しないものがある。
(注2)一般餓出における社会保障関係費の割合は53j6%。 ，
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2010年度
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(注）平成22年度までは決算､令和3年度は政府案による。

平成2年度
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平成12年度

2000年寝一

令和3年度
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昭40
(1965）

昭45
(1970）

昭50
(1975）

昭55
(1980）

昭60
(1985）

平2≦
(1990）

平7
(1995）

平12
■

(2000)

平17
(2005)

平22
(2010)

平27
(2015）

令2令3
●

(2020)(2021）

（年度末）
(注1）令和元隼度末までは実績｡令和Z年度末は第3次補正後予算案､令和3年度末は政府案に基づく見込み，
(注2)普通国債残高は､建設公債残高､特例公債残高及び復興債残高｡特例公債残高は､国鉄長期債野国有林野累積債務等の一般会計承継による借換債､臨時特別公債､減税特例公債及び年金特例公債を含む。
(注3）令和3年度末の翌年度借換のた肋の前倒債限度額を除いた見込額は970兆円。 ． ．

、 【
鰯
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一般会前税収､歳出総額及び公債発行額の推移 ●
点
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昭50

(1975）

昭55
(1980)

昭60
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(1985）
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(1990）

平7

(1”5）

平12
(2000）

平17
(2005）

平22
■

(2010)

平27
(2015)

令2令3
(2020)(2021)

（年度）

(注1）令和元年度までは決算､令和2年度は第3次補正後予算案､令和3年度は政府案による。
(注2)･令和元年度及び令和2年度の計数は､臨時･特別の措置に係る計数を含んだもの6
(注翌･鱒瀞雲隆聖嘩甥鐙謹蔀錘t笠魍唾鞭騨識灘謬誌"唱聡別岬､職6~8年度I鞘賀税率3%から5%'､の弓i上賦ご先行じて行った減税による租税収入の減少を補うための減
税特例公侭､平成23年度は東日本大涯災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債､平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担2分の1を実現する財漉を調達するための年金特例公贋を除し¥ている。

【
鰯
謹
里



今

ー● .

｢令和3年度予算の振算要求の具体的な方針I争いて」
（令和2年7月21日閣購財務大臣発言要旨）、

●

'･_’重壷挫で蜂蜜塞唾大を瞳止L墓鑿と屋里を守り抜くため､2度にわたる補正予算の迅速かつ適切な執行をはじめ､引き続き新
型コロナウイルス感染症への対応が喫緊の課題です｡
他方で､来年度における予算をはじめとする対応について､現時点で､予見することに限界があることも事実です。 、

2． ．このため､先般､閣議で申し上げたとおり､令和3年度の概算要求については､政府､与党､地方など多くの関係者の作業の負担を
極力減らす観点も踏まえ､本日政令を改正し､要求期限を1か月遅らせて9月30日とするとともに､概算要求の段階で予算額を決め
ることはせず､その仕組みや手続きをできる限り簡素なものとします。

）

3．具体的には､ ・

（1）要塞篭は違本的に§対爾年震周嶺亙碓E余す5
(2)その上で､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応など緊要な纒詞ﾐう〔荒原別遼所要の婁望を行うごこぶで蕾恵三と互譲ずぶ
(3)その際にI謀副f蕾師安悟薩稽而巖田飯軍而取組を講花ず扇浬矧ご施策の優先順位を洗い直L,無駄を徹底して藤際しつ
・つ､予算の中身を大胆に重点化していただくようお願いします。
(4)また､年金･医療等に係る経費の高齢化等に伴ういわゆる自然増､sAco｡米軍再編関係経費､厚生年金保険事業に係る国庫
篁碧空鐸公ｵ}!こ警薯な経費､社会保障の充実等の平年度化1群識前年度がらあ増茄あ飯窺關ﾐろ碇鷺手溺筬逼悪宅
検討することとします。 ．

4．財政投融資につきましては､中小･小規模事業者や中堅･大企業等の資金繰り支援など､真に必要な資金需要に的確に対応した要
求をしていただくよう､お願いします｡その際､民業補完性､償還確実性等の検討により､引き続き､対象事業の重点化･効率化を図っ
ていただきたいと思います｡

5．令和3年度税制改正要望につきましても､9月30日までのご提出をお願いします。
租税特別措置につきましては､例年同様､必要性等を見極めた上でゼロベースで見直すとともに､減収を伴う要望の場合には､しっ
かりと財源を確保しつつ､政策の重点化を図っていただくようお願いします｡:／

6．ﾑ金翻霊騒喜霊鹿嵯壷姪垣は皇事藷篁担の軽譲Iこ墨大限ｴ夫してまいりますので､各省の職員はじめ関係者ができる限り効率
的に作業を進めることができるよう､各省大臣におかれては､各段のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【
鰯
謹
巴



←

、
‐
ノ
ー、、〆

令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
・---‐ 新た愈蹴長推進粋 一----、

、
も
り
■
●
宅
告
口
●
今
Ｐ
、
毛
。

声 Ｅ
３
●
１
３
。

● ‘・・苧一一・ ~!･･一一一一－一＝P･一ーや一一‐n画一一一一一一一一面D,－－－~ｰ 弓① ◆P

＋"L自然増0.66兆門
:■__________-----____…_-－

。
。
■
ｇ
ｏ
●
ｂ
●
・
画
一
・
○
口
。
、
。
⑤

一
公
８
８

－

》

宰戸一

十
一
》
｜

卿
』

や
一室
一
噸
一
銅
乳

一
係
・

｛
一
》
“

一一

一
『

I

蛎
一一ー

T.
I

D

ー＝

地方交付税
交付金等

前年度
予算額
77.9兆円

（注1）

！

裁慧的経費年金。医擢等

I
8

Ｔ
Ｉ
Ｉ

さらに､聖域を設けることなく施策d制度の抜本的見直し
Ｏ

ｑ

０

ｃ

９

０

Ｇ

０

Ｕ

１

１

且

Ｓ

ｏ

Ｂ

５

６

Ｃ

１

も

■

Ｈ

Ｂ

Ｃ

■

■

ｇ

■

Ｑ

Ｉ

８

８

Ｄ

０

ｄ

０

０

５

14.9兆円33.7兆円 13.3兆円

（注1）

15.9兆円

※地方交付税交付金等については『新経済｡財政再生計画｣との盟冶性に留意しつつ要求｡製務的経費については《参議院蟻員通常鱒に必要憩経質等の増減に
．｡ついて加減算｡ ．． ．． ＝ 、

驚蕊鵜難静議繍識識鑿鶴難簔篭灘響議謹灘欝粥
鬮当冨辮溺等澄亨蛎鰯勇健瀞漫蹴騨謡壽織髻灘耀裳諜‘円､義務鋤経費は'8跳円。
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【資料8】

一般経費の内訳

物件費

374億円(12妬）
裁判の運営に直接必要となる経費(裁判費)等の
義務的な経費のほかｩ庁舎維持管理経費等,固
定的ないし他動的経費が多くを占めている6

円(84％）2，733
〃〃

146億円(4％
④ P

､
／ ．：・・・，

◆ 6； ； ・ ；
壁.:::2:

守ら

０由

ｐＧＧ

ｅ■

令和3年度

裁判′所

予算額

3,254億円

『

(単位:億円)；
｜

’
3年度
予算額

2,733

374

2年度
予算額

h

増▲減額
） 〆

人件費 2,724 9

物件費 372 3

一幸.･･････一一 一一ー－－－－－－－

施設費 146 170 ▲24

’
1 I

’
合 計 36254 3,266 ▲13

(注1）四捨五入簿の理由により‘端数において叶数が合致しない場合がある。

(注2)令和2年度予算額には,臨時｡織りの措置分として24億円を含む。

0
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L一 ､～ソ

｡

物件費｡令和3年度予算額
特別送蕊料率務滞噛品豆僧支..歎判関傑案務委詑焚
6鯵円 ． S憾円 〈峰責反訳等）

／‐ 、5億円．
／･： ．
／ その他〈研修関係経長等）

ヨ儀円

曇判■係侭品及び
資料壁働貝も
，隙円 ．

ー、
その他【刑事補償金(5.1億円)・
賭償侭還及払戻金128瞭円)】
ユ2億円

(目)俵習涜金賞与金
■

ユユ億円 その他の庁舎
繊持■係経寅
垣億円

篝麓~ ､潟蕊●
一

■
哩員厚嵯樫蔓= 黄金．

社会保険料燃
ユ6遼円

序舎維持管理喜鴻掃

驚鴬集務婆託饗
銅偉再

一一

◆
◆
◆
◆
◆
今
◆

崖
峰
銘

●へ

◆◆◆
●◆●

,睡,睡T凸
rR聾『

物件費

令和3年度予算額

374億円 ．

勝寶の類

249憶門

①類I

旅費通観
“億円 薊測繍

L
。

L
二

【
鴻
謹
星

(注)四捨五入等の理由により,蝋数において計数が合致しない墹合がある．
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｡

庁舎維持管理等経費の実績額推移（単位:億円）
70

清掃委託費警備委託費 庁舎維持管理経費

(運転管理費を含む）
60．6

60 58．3

53．7

49.8
50

45．8
－

43.5

41．1 33．3
32．4、

、

35．6

40
29．6

ノ

34．1
28.5

26’6
25.030

24．1

20．8
20．7

20 13．9
13.4

12．4
10．3

8.88．6
7．5

6．0 1■

4.7
10

|“‘4 . ?;.』
毎

勺
一
０
８
０
－p .8'1．01C

己， 、8 ウ

0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
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【資料11】

所予算額（当初）歴年比較

、
ノ

ノ

、ｰ〃

§報If鋒農笈志報粥鞭歳燕詳置纈5
＝、マーーーニも、 凹日U、凸ママ｡ご■一・‐‐・ー可菩凹凹…~ｰ｡ 。

うち,施設費には改革推進公共投資事業償還金を含浬
会酬こ予算が計上されている。

グ

〃

年度

I

国の予算錐額 銭判所予算額

国の予算

に対する

割合(％）

銭 判 所 予 算 内 眼

人件受 酷
的
施波費 割合

(％》

裁判費 割合

《鶉）

その他 割合

(％）

和錘靭 割合

(％）

30． ”1.457,523 9.176,320 O･躯6 6,“00466 ． 72．3 580．“3 6.3 1.2鮪.375 13.1 751.能6 8.2 8．000 0.1

40 3,658.080.318 27.”7.303 0.761 21.釦9.3“ 76.9 20696.“5 9..3 25074410 7.5 1.740.1“ 6.3 8.0” 0．0

､50 21.288.8”､073 123.“4.701 0.閉1 107.990.2鰯 ･87.3 R蜘負白昼1 5.3 3．6卯h”1 3.0 5.“5‘363 4.4 8.噸 0．0

60

畢

52.499,643,415 218,392283 0.錨16 192.”7.953 88.3 7.771.259 3.6 ､8.816.3W 40
i

8899．7興 4.1 8.“0 0．0

61 ．“､088.643.“ 229.7卵‘264 04鱈 蜘3.鯉5.521 ， 88．6 -7,926.噸9 3.5 a2塊.咽 40 9.2”.615 4●0 8．噸 0.0

62 64.101,019‘聖1 調6.6卿.0飴 ． 。“5 208.園6．314 88.6 8.180‘526 3.6 9.371.980 ･40 9‘4“､現6 4●0 8.0卯 0.0

63 56‘693713;560 り且nR47姻勿 0.425 212,鑓6‘408 88.1 9.535.138 4.0 9‘3犯6“4 3.9 9‘639‘482 4.0 8.000 0鯵0

平成元 60.4141“｡091

一

248..841.410 0.412 219.浬3A721 鯛.1 10.303.727 4.1 9481.“4 3.8 9‘“3配 3.9 aO” 0.0

2 66.236.7”.､811 257.403.727 0.389
●

狸7.鯛0.露7 88.2 10.467.151 4.1 9.497.783 3．7 10.4“.･2“ 4.0 8.0” 0.0

3 70.347641961“ 267.512.嘘0 0.380 銅6， 859..287 鯛.2 11121曾飼 4.2 9j“5.786 3.6 106． 977, 岨0 4.1 8.000 0.0

4 72.218011.2“ 277.672.閉0 0.384 理4｡”3.2麹 鯛.2 11.節1.591 4.2 ･9念”､976 3.5 11.鯛1‘785 4●1
の

8．皿 α､0

5 72盆R4Rn4nln 回Rn“RQ7a 0.3” 2鯛‘691,861 師.6 1ワ1ムワRql 4.3 10.4“.“5 3.7 12.652.487 4.5 aOOO 0.0

‘‐ 6

ノ

73.081｡“91430 288.319.798 06395 250.670.580 8a9 12.503.972 4.3 12. 1脚_麺？ 42 12”8,0浬 4J5 0．0

7 70.987‘120｡”1 ”5.“7.瓢0 0 狐6 254.W3.9源 86.4 13. 191.629 4.5 13ヶ5配.9弱 46 13.315‘380 4.5 8.皿 0.0

8 75:104,923,815 305.285ゞ978 0 “6 26,.”．加 85.8 13.99102m 4.6 15もl鰯.1鯛 5.0 14,262,495 4.7 8.000 0.0

、9 ･77｡390｡OO30705 310.787.900 0 ” 263.犯2.261 849 14,767‘352 ､ '4．8 1回976.870 5.5 15.253.狐7 4.9 8.,“0 0.0

･10 77.669.179.091 310, .2顕.613 0.鰐9 265.弱3‘錘 “､5 11,910,743 3.8 18.1鯛.711 6.9 14"87.4” 4●8 8｡“0 0.0

11 81.8“､122.402 318‘406.357 0．389 272｡鰯4.0錨 85.6 12.173.419 3.8 18,”4.0” 5.9 14.886.883 4●7 8,000 0.0

12 “,987,053.259 318.“5．

F

895 0.3泥 271｡“4.鋤6 85b2 12.343. ”6 3.9

■

19.1餌.“ 6.0 15,681.925 ’ 4●9 8.“0 0．0

13 82.652.378.963 319,沌5,3犯 0.387 270.弱5.835 84°6 14.092.670 4.4 20.6麹.261 6.5 14,6硯712 4●6 8.000 0.0

14． 81.229.”3iOO5
C Q

317j103.560 0.390 270.酌0,561 85b3 10;650‘“0 ､3.4 "皿.0岬‘、501 v6．6 14,8碗.鉛8 47 8.000 0.0

15

0 .

81.789.07746髄 317.､鯛ll163 α389
.－ f

270,318.376 85.1 10.麺.畑 3.2 21.937.620 6.9 16.2”､2鯛 4.8 8.000 0.0

16 82,110.”4.617 316.627,056 ．Q384 妬7.駒3,858 84』8 9.263.778 2.9 23.51q2“ 7.4
■ ▲

15.291.1図 48 8.000 0．0

17． 82.182.917.878 325.948.805 0.397 270‘905.816 83.1. 鰹,613.039 3.9 26,2澱.789 8.1 16.147.161 ＆0 8.0” 0.0

18

6

79,閃＆蝿.”1 333.1“､391 06418 271ｹ濁8"”3 81.4 22f”3D唖 6.7 23b7蝿.“7 7.1 15n841.鯉1 4.8 80” 0.0

19 82.9鯛‘807．811 .330j3"｡123 0．399 273.31253鯉 82.,7 ”4“5,7” 6,9 18.1花.605 5．．5 16‘，249.395 4.9 .8,000 0.0

2｡ 83‘061..339‘､913 3”‘580.“9 0．3“ 2".16Z882 83.1 20.“3.132 6.1 18.5鋤159 5.7 16.836.6花 5..1 8.000 .0．0

21 ･88,“8.001.魂1 324. 732. 707 0.367 ”3.閲9.878 84.3
、

.14723.“3 46

0

20.903,.6濁 6.4 15.207.533 4．7 8．000 0.0

22 92‘299b192.619 323.178..496 ･0.350 Z70｣8","9 83.8 14.的7.121 4.5 21.師q310 ･6.6 16‘218.7祁 5.0 8.000 0．0

23 ､92411sU兜71月 320,“L993 0．346 268.890.2” “.0 14b745,699 46 2q718.699 G5 1風659.3” 4．9 8.0㈹ 0.0

24 90.333.931.511
●

瓢4‘鯛40684 0．3組 260317．320 82.7 15.鰯5.758 4.8 20.3“､126 6b5 18,800．網0 6.0 8.000 0．0

●25 92.61L539.8鯛 2鯛.878.286 0．323 244.182.286 8167 15.85＆426 5.3 20.913.“ 7.0 17‘916.130 aO 8.000 uO

26 95．8鯉‘302.理 311.058.216 0．3泌 259.“7企”1 83..6 14.039.1“ 4●5 .i9.694506 6.3 17.408.613 5.6 86000 0.0

27 96.艶1.960.”0 313｡”罷鋤6 0.325 262.8176897 83.9 14.“9．433 4.6 19.2澱｡卿6 6.2 16.957.5卵 5.4 8.0” 0.0

28 98.721‘“1.0図 315.3000114 0.326 2“､803.867 84.0 14,6“‘687 4.6 19‘1塑心553 6.1 鴫.759,007 53 aOOO 060

･29 97.4“’7”‘410 317.702.810 0．326 2“､609,8“ 83.9 15.871“6 ､5.0 18･917.371 6．0 16.29a“9 5.1 8.卯0 .0．0

30 97.712.769.4、 321.210.516 0.329 270.577,4銅 842 15‘”2,321 4.8 19.050.740 5．9 16‘182,008 6.0 8.“0 0．0

令和元 101,457.”3.570 325.574.308 0.321 271.072.241 8乱3
、辱』on⑤』回

5.4 19.布4b433 6.1 1T･雛9.288 6.3 8．000 0.0

2 102,657;971｡326 326‘鰯4,181 0.m8 272,429‘613 83.4 17.”4‘“ 5.2 19.716.4鴎 6.0 17‘“5.640 5.3 8.000 0.0

3 106.6鱒j”7875 325.鯛7.912 0．305
－

273.321.1” 躍る0 1曲”4.474 4．5 20.2釦6.432 a2 17.,163.9“ 5.3 8.0” ‘0．0
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【資料12】
凸

令和2年度予算の概要

（単位:百万円）
※〈＞内は｢補正予算計上額」

2f993(前年比△416).<O民事事件関係経費 一
◇民事鬮停,労働審判,専門委員関連経費など

0＞

320（前年比十291）〈民事裁判手続のIT化等 、

◇ｳｪプ会餓を活用した争点整理の運用経費など

317＞

"~、
ノ

○刑事事件関係経費 ， 、 4,536(前年比十131）〈
◇裁判員裁判心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

0＞

6213前年比△75）○家庭事件関係経費．
◇家事鬮停関連経費など

0＞

15.048（前年比△1露）く

Q_琴鵜鶏姦子蘓顧
0>

ノ

裁判所施設の耐震化 17.024（前年比△456）〈 1,999＞

） ○職員人件費 264557（前年比十1,588）〈 0＞一

司法修習生関係経費 4,932（前年比△61 ）〈 0＞

11.001〈前年比+180)<○.その他の O>

※四捨五入等の理由により.蛎致において計数が合致しない場合がある．

4.人的機構の充実

72人

判.･事30人
書紀官 8人
事務官34人．
※判事補から判事への握替30人,速記官から書配官への握替2人を含む

○増員

○定員合理化 57人

区 ・分
令和元年度
当初予算額

令和2年度
予算額

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 325,574 326,624 1,050 0.3％ 2副6

1．裁 留務処理態胃 ,の充実

2. ：鼬判 ． 池肢の歪胴

3.その他の；幾構維鶇
ｂ
■
、

固
『 ;に必要な経費
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【資料13】

令和2年度補正予算(第2号)について

最高裁判所

<単位;百万円）

令和2年度
補正予算額

、

裁判手続のIT化等 1,259

す、

、
０
ノ

O遠隔通訳実施の環境整備

O裁判手続のIT化のための情報ｲﾝﾌﾗ基盤の整備

215

1,044

0

）

I

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。

I
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【資料14】

令和2年度補正予算(第3号)について

最高裁判所
、

P

(単位:百万円）

国民の安全･安心の確保 1,632

O裁判所施設における安全･安心の確保

・裁判所施設の耐震化

≦ ・非常用設備の改修

1,632

642

990

一争 ､

１
Ｊ

デジタル改革｡グリーン社会の実現 487

O裁判手続のIT化等

・民事訴訟手続の汀化

･裁判手続の汀化のための情報ｲﾝﾌﾗ基盤の整備等

487

224

263）

、

0

《
ロ 計 2,119

f

〃
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【資料15】

令和3年度予算について

1

1．裁判事務処理態勢の充実 (単位:百万円）

眉停.労働審' 1.専門垂員関琿経層

mhI

1

民事裁判手続のIT化等・ ‘
◇ｳｴブ会艤を活用した争点整理の運用経費など

229（前年比△91）

、
１
／

翼係経貧
鈴塑I lf｡紬鳳

刑事學
◇錘幽

6,173(前年比△40)O家庭事件関係経費 ”
◇家事鯛停関連経費など

1

15,871(･前年比十823）O事件共通関係経費
◇各種事件処理に共通する諸経費

2.裁判所施設の整備

14,624(･前年比△24”）裁判所施設の耐震化尋

）
｡一

職員人件費 265,459（前年比+902)

司法修習生関＄ 剛35（前年比十103

その他の機槽§ 10,931（前年比△70)

※四捨五入等の理由により,蝋数において計散が合致しない場合がある。

4.人的機構の充実

O増員 41人“

書配官 2人
事務官39人．
※速妃官から事務官への握替2人を含む

○定員合理化 56人

区 分
令和2年度
当初予算額

令和3年
句■

予算藍
童
比較増△減額 増△滅率

補正予攪
(第3号)計』 二額

裁判所所管
①

326,624 325,368 △1,256 A0d4% 2,119

3.その他の
■●■ ■■

鋤
＝

声

望■圭 凸一

則涯

目等に必要な経畏 』
ゆ
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【資料16】

裁判所庁舎現況

一

、
１
ｉ
ｆ

）

※上段（ ）書きは,現在整備中の庁舎数であり,合計数の内数で表示

1

区分 施設数 経年数

50年以上

(S46以前）

40年以上

(S47～56)

30年以上

(S57～H3)

20年以上
⑧

侭4～13)

10年以上

旧14～23）

9年以下

(H24～R3)

備 考

最高裁判所 1 1 ．

高等裁判所 8 2 4 1 1

地方裁判所 42

(5)

.18 5 2 4 7 6

家庭裁判所 17 5 4 7 1

地家裁支部 203

(7)

54

(3)

･70 7 20 27 25

簡易裁判所 185 18 66 51 31 7 12

研修所 7 4 2 1

合計

｢％1

463

[100]

(12）

92

[20］

(3)

155

[33］

65

[14］

64．

［14］

43

[9］

44

[10］

対前年度増減 ・ 6 △8 14 △8 △6
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【資料17】､

裁判所の耐震化について

1耐霞化の必要性

裁判所は全国各地に多数所在。古い時期に建てられ，耐震安全
性に問題のある戴判所が存在する。

毎日多数の国民が来庁するとともに； .災害直後にあっても令状

手続などを行う裁判所の耐震化は，
直結する喫緊の諜題。

ヨ民の安全にも治安
一
』

2 ．耐霞化の進捗状況

耐震改修促進法に基づき，特定建築物（3階建てかつ1ｹ000㎡
以上）の庁舎について，平成196 20年度に耐震診断を実施。

特定建築物に該当しない小規模庁舎についても，平成22，
23年度に耐震診断を実施｡

これまで補正予算による予算措置も得て，庁の規模や診断結果

ー、

１
Ｊ
ノ

にEじて ‘ ,， は こよる ⑥

裁判所庁舎46－3庁

うち耐震整備中 : 10庁（最高裁，大阪高地裁外）

畢」 L、／）
＝

『
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【資料18】

令和3年度予算施設関係予算内訳

予騨額
(百万円）

6．097

（東 京） 中目黒分室（仮称）

津 地 家 裁

鳥． 取 地 家 裁
佐 賀． ． 地 家 裁

仙台高蕊秋田支部秋田地家裁

〈富 山）高 岡

（広 島）福 山

〈松 江）･浜 田

(継続分 8庁） 本 庁

地家裁支部

←、

）

富 山 地 家 裁

（ 静岡 ）沼． 津

(新規分 2庁） 本 2 庁

地家裁支部

114

（経続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

γ

皇替えによる耐震化 、 1,331

柏
彦
伊

(経線分 3庁） 地家裁支部 神
大

原
根
賀

ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く

戸
津

津

） (新規分 1庁） 地家裁支部 ､ （ 盛岡 ）二 戸
k・ 三

攻修による耐震化 1.648

(継続分 1庁） 本 庁 大 阪 高 地 裁

4.583

852

1.117

※単位未浅四捨五入の進め,蝋数において針数が合致しない増合がある
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【資料19】

令和2年度補正予算（第3号） 施股関係予算内訳

予算額
(百万円）

簡 裁 （､東

（青

京
森
）新 島

）野辺地

の頤麗

宇
東
く
く
く

都宮地家

京 家 簡

横浜） ．川

福，島）郡

福島）いわ

本 庁 裁
裁
崎
山
き

一、

） 地家裁支部

事務責（耐

※単位未満四捨五入のため；鵡散において計数が合致しない塙合がある〆

、
１
０
Ｊ
ノ

）
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【資料20】凸

､

I

I

裁判 所’
ウ

インフラ長寿命化計画（行動計画）、夕!■、

′ 1P

1
ノ

』

U

／

平成28年度～平成32年度

Ｉ
I

1

（
ノ

『

I『

'

Ｉ

』

_）

平成29年1月U

最演裁判所
、

旬

『
、

1

l や
ノ

「

」

『

』
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匡玉工亜画
国の社会資本は，今後，急速に老朽化することが見込まれており， また，人口減少・

少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の.変化等によ・り，国の財政状況も厳しさを増

、すことが予想される中で，国のインフラ全般について，適正かつ確実にその維持管理・

更新等を行う必要性が高まっている。

政府においても，平成25年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関する関係

省庁連絡会議」が設置され,同年11月29日にぱ,国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をｲ;ンフラとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理・更新等の方向

性を示す基本的な計画として， 「インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画J とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管に属する施設についても，適切な維持管理・

更新等を行うことにより，国民の安全･安心の確保，中長期的なコストの縮減や予算の
平準化等を実現する必要があり，そのために，点検・診断の結果に基づき,.適時に必要

な対策を着実かつ効率的・効果的に実施ずるとともに， これらを通･じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録し，次の点検･診断等に活用するという｢メンテナンス

サイクル」の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある。

そこ．で，基本計画に基づき，裁判所の所管に属する施設の維持管理・更新等を着実に

推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下「行動計画」 という。 ）を策定する6

本行動計画に基づき， メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるﾗｲフｻｲｸﾙの延長のための対策という狭義の長寿
命化の取組に留まら翠，更新を含め；将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続
けるための取組を実行することとする。 ・

／

厄宇冒f面而葹酉］
1 ，対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽，狭陸，分散，耐震性能・耐津波性能
： ．

の不足,‘都市計画上の要請等の理由から更新すべき施設を除き,長寿命化を図る辱
要がある。

、．
$

ノ

）
一夕

2．計画期間

平成28年度（2016年度）を初年度とし，基本計画に示されたロードマツプに

／おいて，一連の必要施策の取組に一定の目途を付けることとされた平成32年度

{2020年度).までを計画期間とする。ノ

Ⅲ、対象施設の現状と謀題

裁判所は，全国に466庁（延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，

1



CG

b

このうち，建築後30年以上を経過している庁舎が全体の6割を超えるなど，老朽化の

著しい施設を多数維持管理している現状にある。また，省庁別宿舎についても庁舎と同
様に老朽化が進んでいる。

裁判所は，社会に生起する事件・紛争を公権的に解決する役割を担っており,その使
命を果たすためには,裁判所施設の機能を維持するとと.もに，その安全性を確保するこ

とが不可欠であって，施設の管理者においては，その維持管理を遺漏なく．，かつ適切に

実施することが必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化に向

けて既に現場が直面している課題を明らがに･しi ･その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに, 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ

イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

、

１

1 ． 点検・診断／修絹・更新等

インフラの維持管理及び修繕・更新等に当たっては，施設の変状を把握するための

日.常的な見回り・・確認，経年劣化・損傷を把握するための定期的な点検・診断，災
害発生後の変状を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが；

、これらは,施設の機能を維持するとともに，利用者や職員の安全を確保するための

措置を講ずる上で必要不可欠であり， これを引き続き適切に実施するとともに，そ

の分析・反映等の仕組をより実効性の高いものとすることによ･り，施設の状況をよ

り的確に把握し，良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の整鋪

裁判所における施設の維持管理及び修繕・更新等に必要な基準類は，関係法令・告

示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが， さらに保全業務の在

り方や実情，関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。
、
ノ
一

3，情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について，その一部をBIMMS-N(X)に登録すると

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕・更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し,備え付けることとしてし､るが,､情報の管理・分析等が十分ではないなどの問

題もあり，今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕・更新等の過程において，

必要な情報を効率的？効果的に収集し， これを適切に管理・分析することにより，
メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある。

※国土交通省が管理する「官庁施設情報管理システム」

(Buildinglnfbrmationsystem.fbrMaintenqnceandManagementSupportinNational
government)

､2



釦＄

タ

し

』

4．個別施設計画の策定P推進

個別施設計画は,く点検・診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的な対応方針
を定めるものであり， メンテチ．ンスサイクルの核として重要な意義を有すEる。

裁判所においては，従前から個別施設計画として，中長期保全計画を作成している
が， さらにすべての施設について，点検.､診断及び修繕・更新等の過程を通じて情
報を効率的・効果的に収集し， これを適切に分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある。

5．新技術の導入

点検・診断及び修繕・更新等を効率的・効果的に実施していくためにはj さらに，

関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収
集及び導入に取り組む必要がある。

、
８
１
９
ｒ
〃

』

、

6．予算管理

厳しい財政状況下において，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るために，施設に関する情報を的確に蓄積・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な投資を行う.必要がある。

7．体制の構築等

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

土交通省策定）に基づき，すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて“

いるが， さら･に, より実効性のある保全を実施するための体制を構築する必要があ

る。

）

維持管理及び修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図り；必要

な予算の確保を進めていくためには，中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別
施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり，そのために,施設の実態等

を踏まえ，中長期的な維持管理及び修繕・更新等のコストの見通しを的確に把握する必
要があるも

｢Ⅲ.､対象施設の現状と課題］を踏まえ，以下の取組を進める。

0 ．

1．点検･診断／艤繕・更新等

すべての対象施設について，法令・告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は一

3

Ⅳ， 中長期的な維持管理及び修繕・更新等に係るコス矛ﾄの見通し

V.必要施策に係る取組の方向性
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し

3年以内毎，建築設備・防火設備は1年以内毎）の点検●診断等を引き続き実施す

‐ るとともに， そ.の分析．反映等の仕組をより実効性の高いものにするごとにより，
施設の状況をより的確に把握し,維持保全を確実に実施する｡これまでの取組により，
保全実態調査で「施設の保全状況｣が「良好」 （総評点が80点以上） と判断され

る施設. (宿舎を除く）は8･0%以上の割合となっている泌， この状況が更に維持．
改善されるよう， 引き続き取組を継続する。

2.．基準類の整備

施設の定期点検については，建築基準法j官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ,また,､支障がない状態の確認については， 「国家機関の建築物

及びその附帯施設の保全に関する基準」 （平成17年5月27日付け国土交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態とその確認方法が定められているとご．ろ， ．引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する｡また,裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについても，引き続き通達等に基づいて実施する。その上

で，関係法令の改正その他の情報を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し,基準類の整備とこれに基づく点検,確認の一層の充実化, ･実質化を図る。

、

、
ノ

3．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検‘診断の結果に

関し,‘必要な情報をさらに効率的､･･効果的に収集して蓄積・更新した上，これを適

切に管理・分析して活用し，施設の現状と課題をより的確に把握することにより保
全の適正化を図り， メンテナンスサイ.クルを適切に機能させる。

4．個別施設計画の策定・推進

すべての対象施設について， 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ， さらに，点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて必要な情報を効率

的・効果的に収集し， これを適切に分析･反映した個別施設計画の策定を推進する。

~）

I 〆

5．新技術の導入

点検・診断や材料・工法等に関し, ･関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的
な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める｡

6．予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し，対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討

するなどして，予防的な施設計画を策定し，計画的に投資を実施することなどによ
‘ ． ） ,

り，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る･

）

4
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0

7，体制の構築等

施設の管理者は，点検･診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定し，各対象施

設の施設保全責任者は， 中長期保全計画等に従い，保全に関する業務を適正に実施

するとともに，必要な情報を蓄積・更新する｡

高等裁判所は， これらの情報を適切に管理・分析して，管内における施設の現状と
課題を把握し，これを踏まえて実効的な保全を実現する。

最高裁判所は， これ．らの計画全体を総合的に評価することにより， メンデナンスサ

イクルが適切に機能しているかを確認し，総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところ，最高裁判

所及び高等裁判所は，専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対
する情報提供を行うなど，保全業務の充実・適正化に,向けた指導を総合的に推進す
る。

、

/一､
Q

ノ

＃

ノ

裁判所は,本行動計画を継続し発展させるため, ｢V.必要施策に係る取組の方向性」

に沿った取組を引き続き充実させる。併せて，本行動計画の敬組状況を把握し，必要な

検討を行うとともに；必要に応じて公表及び官庁施設における長寿命化計画に関する連
絡調整会議に対する情報提供を行う。

）

〈

5

Ⅵ、 フオローアップ計画
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【資料21】吟

最高裁経監第341号

（会ろ－12-A)

平成31年3月25日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

[:駕菫:菫'条〆 ］家庭裁判所長殿

、
Ｉ
ｊ
ｊ

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

公共調達における適正な会計事務について（通知）

公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき,格段の配慮を行いつ

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

ただくようお願いしてきました。

各庁におかれては;:適正な会計処理に取り組んでいただいているところですが，
、 ノ

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの,依然として事務処理上

の課題も少なくありません。今後も継続して，適正化の趣旨・目的の実質的な理解

を深めるとともに,組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります6

このような問題意識の下，今後も，公共調達の適正化に向け，下記の点に留意し

た上,各庁において，契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的・自律的な駁組を継続してください。

）
一

記

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1
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1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知「公共調達の適正化について」に基づ

き,･競争性・透明性の確保を一層推進すること･

予定価格の積算や見積書の徴取については,価格の公正性・適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79条，第80条，第99条の5，第99条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規,契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し， ･内容が形骸化しないように配慮するとともに，会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することにより,安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積善納品書，作業完了報告書,請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に， 日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

．また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘
、 ‐

書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達.｢下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行うこと。

3監督・検査の適切な実施について

契約の適正な履行を確保するため，監督職員及び検査職員については,会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたっては， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。

、
１
，
Ｊ

）
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検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に，実質的な検査を実施した上，検査完了後，検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し,適切な保管等に努めること。

なお，監督職員及び検査職員の能力向上を図り，契約のトラブルを防止するた

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し，実施するのが相当である。

一

、
、
１
＃

）
ノ
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今綴 合につい寵 【現在,:､共済組合で検酎中の統合刺

五●~ーふ■－－－

一・鯵･･'一一・： 『現'在、-4-;･ ･ ･･、
～

－
Q寺 ･＝令￥＝

統合案
勺 一の

¥

〆

…~~一一一~...一~.....一~.~. ､･･･－．－ー一一.ー｡．~－－－－壷一一一一一手李-,,

・共済組合組織 ．

･ ･ ･最憲裁判所に本部鱗最高裁判所,高等譲詞所及び ’
i地方裁判所に51の支部餌ある。
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裳講組合組織
･令和4年度 東蒙支部を還高銭に移転(事実上の準備)。
・令和5年4月最高鑓.東京及び横譲各支部を本部に統合
・令和6年4月

以降数年内 各窩裁管内の支部を順次本部に統合
※統合に伴い支飾の共済組合係はなくなります。
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組合員の雫銃関係
1.共済支部を異にする異動のたぶに，例えば次の手続
が必要になる｡. ． ．

①被扶養瀞告塞申述番及び鉦拠寄類の提出 ゞ
②｡新所属支部発行の組合員証の受領及び泊所風支部
発行の組含員遜の返還･‘(本人分と被扶養者分) ･
③児童手当の認定關求書の提出 ． ､：
2共済手鏡の相餓はb .所属の共済支部に対して行う。

組合良の手纏頚係
1異動があっても; .:左配1の手続をとる必要がないも
2共済手鍾の相麟ば共済本部に対して行う｡“，
粥問合せ先を分かりやすく褒示する等,-必要なサービ
スを錘持できるよ引含今後具体的な検肘を行ってい I
＜､予定 ．．
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裁判所職員総合研修所の概要

1‐裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所･(以下「総研」という。 ）は， 「研修部門」と「事務局

部門｣に分けられています｡

研修部用は＃裁判所書記官研修部（以下｢書研部」とし1:55･) ,家庭裁判所調

査官研修部似下｢調研部」という。 ）及び-穀研修部の三つの部に分けちれて

います。このうち，書研部は,裁判所書記官（以下T書記官｣という。 ）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を，調

研部Iま;家庭裁判所講査官(以下｢家裁調査官］ どいう｡）の執務に必要な理淵

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を，一般研修部はその他の研修を

それぞれ担当していますd.

このほか,書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれj .各研究室ではj各種研究の企画及び実施の

指導‘総研所報等に掲載する論文,研究結果報告書等の監修,各種溝改正に関す
る資料及び情報の収集，分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方 ・

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い,裁判所を取り巻く状況も大き

く変容しできました。特に，裁判手続のIT化を契機として裁判事務の在り方が

大きく問われる中;書記官や家裁調査官をはじめと:した裁判所職員の執務のあり

.ようが大きく変容しよ.うとじています｡ ノ
／ ‘

総研でば,･各職種の専門性を高めるとともに,_その専門性を基礎付ける思考力，
． ． かん ． ：

思考力を釈況に応じて適切に展開できる対応力等を酒養し, ,これからの時代の変

化の中にあるでも,適正,迅速な裁判を美現哉るため,裁判所に求められる役割

を的確に果たすことのできる裁判所職員を育成していきたいと考えています。

また，適正･迅速な事件処理のため，裁判官を含めた職種間で，それぞれの職
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務についての相互理解を深めた上で，関係職種間の連携，強化を目的とする研修

の充実，強化を図ることに力を入れており，裁判官と合同で研究するのがふさわ

しいテーマについては司法研修所（以下「司研」という‘ ） と合同で研修を実施

するほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については各部が合同

・で研修を実施しています。さらに，社会情勢等の変化に伴って関係職種間の連携

が求められる場面も変容していくことが考えられることから, ･裁判所職員がその

ような場面において連携力を十分に発揮できるように， とりわけ裁判官との連携

が図られるように，各種研修及び養成課程の内容等について引き続き検討してい

嵩ます°

3令和3年度研修実施計画及び実施状況について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え，①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し，自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る，②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る，③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で,

関係職種間の連携強化を図る,④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ，時

宜に応じた課題に対応するとの観点から，全ての研修についての内容・科目の拡

充を図りつつ，一層充実した研修の実施に努めでいきたいと考えています。

また，各職種共通の組織課題として，組織運営の適正確保や障害者等に対する

配慮を含む人権意識の掴養等についても，効果的な研修の在り方を検討し，カリ

キュラム等に反映させていきたいと考えています。

今年度は， これまでのところ，新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を

踏まえながら，計画上の予定時期に実施しなければならない必要性や参集以外の

方法での実現可能性等を研修ごとに検討しており， 日程を短縮した上でテレビ会

議システム等を利用して実施したり,中止する場合であっても研修員に対して視

聴覚教材を含む資料を提供するなどの支援を行ったりしており，可能な限り研修

参加の機会又はこれと同等の効果が確保されるよう工夫しています。
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新型コロナウイルス感染症の今後の見通しは不透明であり，今後の研修実施に

及ぼす影響の有無及び程度を予測することも困難な状況にありますが，引き続き，

職員の研修参加機会と研修効果を可能な限り確保するための方策を検討するとと

もに，研修実施に当たっては着実に感染防止策を講じて，職員の養成及び育成に

努めていきたいと考えています。

研修

近年の研修の内容は，次のとおりです。

(1)管理者・中間管理者

職種間連携を前提とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備・環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

ています。また,最新の施策に関する講義や共同討議などにより，様々な気付

きを得る機会を与え， 自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます。

ア管理者

首席書記官研究会，首席家裁調査官研究会，事務局長研究会,管理者研究

会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の認識を

共有するとともに， より広い視点から，適切に組織全体をリードしていくた

めの視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています。

イ中間管理者

平成30年度までは，全ての職種の中間管理者を対象とする研修について

裁判部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたが,令和元年度から

は， これらを統合した上で,更に中間管理者としての執務経験及びポストに

応じて二つの階層に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実施

・しています。これらの研修では，管理能力の向上に加え；職種間・部署間連

携の意識や組織全体の観点から最適なものを見極める目など,それぞれの階

層に応じて求められる能力の向上を図っています。

3
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(2) 書記官・家裁調査官

各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等に

基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割･機能を踏まえた共同討議を

実施するなど，各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実現して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施しています（各日

程の一部を司研の研究会と合同で実施しています6 ） 。

ア書記官

書記官ブラッシュアップ研修（高裁委嘱）は, T事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め,常.に合理的な事務を追求できる書記官」を育成していく

ため，書記官任官後5年以上の中堅書記官を対象として，全国共通のカリキ

ュラムで行われる唯一の研修です｡本研修については,令和2年度から,①

書記官事務の整理の考え方に基づき，問題を発見し，それを解決する能力の

向上を図るとともに，②中堅書記官としての役割を意識し，組織的視点の酒

養(を図るカリキュラムを充実させるなど，カリキュラムの最適化を図る見直

しを行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により,同

年度の実施は中止したことからj令和3年度が最初の実施となります。

イ．家裁調査官

家裁調査官任官後の研修について，現在の家庭裁判所及び家裁調査官を取

り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が行動科学の知見等に基づく事実の調

査と調整を確実に実践していくための能力向上に向けて，中央研修が果たす

べき役割を改めて検討した上で,任官後，概ね3年の実務経験を有する者を

対象とする家裁調査官応用研修と,同研修終了後概ね2年以上の実務経験を

有する者を対象として応募型で実施する家裁調査官特別研修とに整理し，家

裁調査官応用研修については平成28年度から，家裁調査官特別研修につい

ては移行期間を経て令和元年度から本格実施しています。

いずれの研修も，最新の知見の習得や自己研さん等における手掛かりを得
4
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て意欲を向上させるという中央研修の役割を踏まえるととも･に,OJTとの

連携を意識付け，裁判に役立つ調査事務につながるものとなることを目指し

て企画等を進めています。

（3） 事務官（係長等）

各庁の総務．人事．会計の各分野の係長‘専門職を対象とする研修において，

担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに，関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方，その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について， 「働き方

改革」の観点も取り入れ，共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

‘ ムの充実強化を図っています。

5 研究

第一研究室では，令和3年度の書記官実務研究として， 「財産管理における書

記官事務の研究」をテーマとする研究を行つています｡

第二研究室では，令和3年度家庭裁判所調査官実務研究（指定研究） として，

「低年齢から反社会的行動を繰り返している少年の調査方法について（仮題） 」

をテーマとする研究を行っています。

6養成課程

(1) 書記官養成課程

ア令和3年7月1日現在の入所中の研修生の構成は,‘第一部第18期研修生

228人（このほかに特許庁からの受託研修生1人） ，､第二部第17期研修

生（2年生） 77人，第二部第18期研修生（1年生） 97人となっていま

す。

イ書記官養成課程では,法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務

における書記官事務に即した形の演習を積極的に取・り入れています。また

書記官事務の整理の考え方を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連

5
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携及び協働の在り方について検討させる家裁調査官養成課程との合同カリキ

ュラムなど,参加型討論型の演習も実施しています。

また，令和3年度から, 4月から約1か月間の日程で予修期修習を実施す

ることとしました。これは，総研での研修を開始するに先立ち，研修生の所

属庁等において，総研が作成した，民事，刑事，家事の各手続に関する講義

DVDを視聴させた上で,書記官室等での執務の実情の見聞や法廷傍聴，記

録の閲覧等を通じ，書記官事務の概要を具体的にイメージさせるとともに，

総研が作成した課題の検討や解説DVDを視聴させること等で知識の定着を

図ることにより，養成課程への円滑な導入を図ることを目的とするものです。

ウ令和3年度は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により，令

和2年度に引き続き，総研での集合研修と所属庁等におけるオンライン研修

とを併用して実施しています｡

エ総研では，書記官養成課程が法律専門職としての専門性の基盤となる法的

思考力の醸成を意識したものになっているか,時代の変化に対応できる力を

身に着けさせる内容となっているか,IT化後の書記官事務の観点を意識し

た内容となっているかといった問題意識を持っており, この問題意識を踏ま

えたカリキュラムを検討しています。

この観点から，令和3年度は， ｢事件の進行を踏まえた書記官事務」の科

目を新設しました。これは，書記官として，裁判官が訴訟の進行に応じて考

える審理方針を理解して, これを共有し,その審理方針に基づくとどのよう

な書記官事務をどのようなタイミングで行うべきかを考えるための基礎を確
〃．

実に学ばせることを目的に，令和2年度まで複数の講義・演習科目で個別に

触れていた内容を整理｡統合し， ｢事件の進行を踏まえた書記官事務」 とし

て再構成して, '新設科目としたものです｡

今後も上記の問題意識を踏まえつつ，カリキュラムの内容の改定を検討し

ていきたいと考えています。
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●

(2)家裁調査官養成課程 ・

ア.令和3年7月1日現在の入所中の研修生の構成は，第17期研修生48人

第18期研修生54人とな･っています。

なお,第18期以降の研修生については，採用試験の見直しにより行動科

学系の科目の受験が必須ではなくなったことから，その能力，資質の両面か

ら動向を見ていく必要があります。第18期研修生はj同年7月から実務修

習を開始しています。

イ家裁調査官養成課程では，家裁調査官の役割・機能である事実の調査や調

整を行うために必要な行動科学の知見や技法を体系的に習得させるとともに，

グループ討議により多角的な視点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付け

させ，組織性の酒養にも重点を置いたカリキュラムを実施しています｡また，

裁判に役立つ調査事務を遂行するためには；関係職種とりわけ裁判官と連携

できる専門性を身に付ける必要があることをより一層意識付けられるよう，

講義や演習等で用いる教材等の見直しを進めているところです。

また，令和2年度から，養成課程研修の修了日が3月25．日頃に変更され，

修了後すぐに小規模庁等へ異動となることから，後期合同研修の終盤では，

家庭事件全般で必要となる面接技法に関する演習や実務上の取扱いが多い後

見等開始事件の演習を実施するなどして，任官後のスムーズな職務導入を図

１
１
ノ
〃

ノ
‐､〆

っています。

ウ新型コロナウイルス感染症の影響等により，令和2年4．月採用の第17期

研修生については，令和2年度実施の前期合同研修の大半が在宅学修となっ

たことから，現在所属庁において実施中の実務修習の実情を把握した上で，

令和3年9月から実施する後期合同研修において必要な手当てを実施する予

定です。

総研の今後の取組と情報発信

今後の取組

7
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効果的な人材育成を行うに当たっては，集合研修を担う総研においても，書

記官及び家裁調査官をはじめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程
ノ ‘

の一層の充実を図り,OJTと集合研修（中央研修,高裁委嘱研修及び自庁研

修) との連携を意識しながら， また,･ IT化後の書記官事務等の新しい課題を

も見据えながら，引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充実を図ってい

きたいと考えています｡

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い,DVD視聴やテレビ会議の

利用など，様々な工夫を行って実施した研修もありますが, こうしたコロナ禍

での対応を契機として,改めて今後の研修の在り方を検討しています。DVD

・視聴，テレビ会議システム等を利用したオンライン形式については,それぞれ

の長所を生かして集合研修とうまく組み合わせて活用していくならば， これま

で総研が取り組んできたOJTと集合研修と．の連携強化をより一層図ることが

できるのではないかとの考えのもとで検討を進めているところです｡令和3年

度は， 中央研修の一部においても，オンライン形式を利用することを検討して

います。

また，集合研修と各庁のOJ･Tとの連携を強化していく上では，各庁の幹部

職員のほか，裁判官の理解･と協力をいかに得ていくかが重要な課題であると考

えて，検討しているところです。

(2)総研の刊行物について

総研の刊行物として,総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した「総研所報」ど書記官の研究論文を掲載した｢書記官実務

研究報告書j ,家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります。令和3年度， 「総研所報｣は休刊予定です。

(3)総研コンテンツについて．

』 ・NETボーダルの総研コンテンツにおいて，実務研究会の結果要旨， 中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報・資料等を提供
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｢総研ニュース」しているとともに， を掲載して総研の最新情報を発信してい
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※期間は,休日を除く実日数を記載している。

※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判
所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。
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第1研修

1中央研修

（1）管理者層

〃

〃

｛

、
』

ノ

）

イ研修事務系

_－_：

矼
雷
月
差

或
常
観
寺

！一－－－－－－．－．－－．

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

、 1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ

り，総合的な組織運営
能力の向上を図る o

b

員
所
職
修
所
研
判
合
裁
総

3. 9. 15(水）
~9. 16(木）

2日 未定
地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
官
会
査
究
調
研

第1回
■

Bウー句｡●~｡●●●…“D“●~●伊貯●函

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より，総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

3． 9. 2（木）
～9． 3(金）

…●●‐●●●●●●●壁･●､､｡●●●0一…･転号合･ひ

3.11.25（木）
～11.26(金)

2日

D●●●●Dq"●●◆■

2日

8

●●●●■●ひ●●●dBDq

■ ◆

未定

高裁所在地の
首席家裁調査

富======＝

首席家裁調査
宮

3 事務局長研究会
旬

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る6

裁判所職員
総合研修所

4. 2.17（木）
～2.18(金）

2日 未定
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同
● ゆ

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司

裁判

総合

3. 5.18（火）

～5．20(木）
3日 未定

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者)，次
長

5

次席
家庭裁判所
調査官等
研究会

第1回

b●●｡■＝■－●＝…●－■－－G－P■

第2回
●

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より 分 管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

3. 4.26（月）
~4628(水）

DpG●●●●｡早●●●●●ー■■凸●~凸●a‐Cー●の｡●●CQ

3. 9．29‘（水）
～10． 1(金）

各
3日
未定
次席家裁調査
官,総括主任
家裁調査官

● Q

6 管理者研究会

0 e

し

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに, ､当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより,管理能力
の向上と意識の高揚を
図る 0 ・

裁判所職員
総合研修所

3． 4ふ12(月）

～4.16(金）
5日 未定

新たに局長(高裁
を除く｡）,次長 9
事務部長,首席
書記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官，次席家裁
調査官,総括主
任家裁澗査官,首
席技官(最高・
裁)，吹席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号

7

実施場所 実施時期 期間 人員

テレビ会議 4． 1． 6(木） 1日 25
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(2)中間管理者層
ア管理業務系

、
Ｉ

）

〆

〆

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

第2回

■

●●●●●●D9QQ●●●●･GoGo今、●け0■DgOI

第3回

●●●●凸｡●●｡■ーー●●のー｡■4■■…ーq

第4回
0

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため

に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

3． 9． 7（火）
～9.10(金）

p●●…●●“G●“色●卸GB●●●…●●●■●‐●●＝

3.10,12(火）
～10.15(金）

l●｡e0●、■●●●●●◆GDca●●●■◆■G●●CG“●■■勺■■
0

4． 1.11(火）

～1;14(金）

一ーい●●｡●ゆーーーー◆のp…●●●ー●ー■■■

4． 2．7（月）

～2.10(木）

各
4日

約
100

、｡●●●……●｡

約30

､■

⑦

0■●●■自｡●●0｡

約30

播函●●●G●●…

約30

昇任後おおむ

ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐, ．
専門官,斑長又
は主任技官の
職にある者

9 中間管理者研修h

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高

い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

3.12. 7(火）
～12． 9(木）

3日 未定

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企

喜声誉墓鶴
官(最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主
任書記官若し

くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主任
家庭裁判所
調査官
研修

第1回

BG■函■●~ー●‐■ー件…●●…■q

第2回

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る･

裁判所職員
総合研修所

←■

3. 6.23(水）
。
｛ 6.25（金）

●●●●”●●”ひp~白eGb●ひ｡ーﾛ●●●6■■”､●｡●｡

3. 6.30(水）
～7． 2(金）

各
3日
未定
主任家裁調査
官



､

）

(3)主として管理職以外の層(雷記官･家裁鯛査官･係長等）

）

’
側・間諏
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

11
研修指導
研究会

第1回

…､●“●●●●“…●~｡●~●~●●1

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る ｡

裁判所職員
総合研修所

3． ．6． 2（水）
～6． 4(金）

卜●函－0●●●●●●~ー函●･●C●09“一●｡●

3.12ざ14（火）
~12.16(木）

3日

DC●O““ゆ●守宇

3日

約40

雨●”‐●“…

約50

次席書記官，
総括主任書記
官
官
官

’

3，

,

主任書記
訟廷管理
訟廷副管
理官,裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁．
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官

12
実務指導
研究会

民事

D■●ー■ｰe■“■－■~●①わ●●“●●●･q

刑事

ﾄ●■●－~●…“●●“｡G●●●●●aCO0Q

家事

~…●●■●一一●｡－｡＝●●●●●●

少年

書記官グラヅシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 。

裁判所職員
総合研修所

3. 4.27(火）

36 4.28(水）

3. 4.28(水）

3. 4.27(火）

旬

1日

1日

1日

1日

約40

､約40

約35

約25

書記官ブラシ
シュアップ研修

の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究.会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及

び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推

進に資する。

司法研修所
． 及び

裁判所職員
総合研修所

3611.17（水）
~11.19(金）

3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り,もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司

・盛V･ 、

裁判所職員
総合研修所

3.12.20(月）
～12.22(水）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する
書記官，
調査官

家裁

2日 約50

2日 約50



、
１
１
Ｊ

）
一

4

番号 名． 称 目 的 実施場所 実施時･期 期間 人員 対象者

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理

の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

3.11.10(水）

～11.11(木）
2日 未定

高・地･簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行.う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所

． 及び ・
裁判所職員
総合研修所

3.10. 7（木）
～10． 8(金）

2日 約50
家裁で後見関
係事件を担当
する書記官

I

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

q

bD●｡●や●●■eeoo0C●●●■、■、●｡■●●●●q

第2回

二号＝ニニニさ生王子二弄二壽言ニニニーニニ

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り ， 現場の調査事務
の質向上に寄与させ』
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

“0.19（火）
~10.22(金）

■●●●ー●●●e~~●●●●●●旬函一一一●ー･ロウ｡●今

3. 11.30(火）
~12. 3("

■ ‐

｡｡O●ｰ●●●●●●O●中●●●●ら●●00◆●●●Q0dee”①●

4. 1.18（火）
～1.20(木）

4日

●｡●●●ー■ー申●4

4日

●●●●●●“~■80

3日

約溺

｡●■●一一ー酌｡

約25

0~●●e●●“･CD
。

約30

家庭裁判所調
査官実務研修
又は平成30
年度以前の家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

、●

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ◎

●

裁判所職員
総合研修所

3． 7． 5（月）
～7． 9(金）

5日 未定

●

家裁調査官任
官後, 3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所調査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな
いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともにj
裁判部の一員としての
職務意織の高揚を図
る｡ ．

裁判所職員
総合研修所

■ ●

3. 6.30（水）
～7． 1(木）

2日 約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに,研究，討議
等を行うことにより，

総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官と・しての識

見をかん養する。

裁判
総合

ｊ
・
』

火
木
く
く
６
８

７
７
３
－ 3日 未定 総括執行官



、
I

）
一

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う｡

裁判所職員
総合研修所

７
Ｊ
火
木
く
く
１
３

●
◆

３
．
３

４
へ 3日 未定 執行官

23

′

新任執行官研修

職務遂行に必要な知織
を付与することによ

り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

3. 5.25（火）
～5.28(金）

4日 未定

令和2年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

24

係 長 等

（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知織
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向

上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所一

１
１
火
木
く
く
２
４
２
２

●
０

６
６
３
－ 3日 約50

高・地・家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長,専門職

25

係 長 等
（人事担当）
研 、修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。 ．

裁判所職員
総合研修所

3． 7． 13（火）
b

～7．15(木）
3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長, .専門職

26

係 長 等

（会計担当）
研 ．

■

修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

裁判所職員
総合研修所

3. 11.16(火）
~11.19(金）

4日 約60

高・地・家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
研修事務担当者
研 修

研修の企画実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及

び自庁研修の充実を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

3． 6．15（火）
～6．16(水）

2日 約40

研修事務を担
当する高･地･家
裁の係長,専門
職,主任

番号 名 称 目 的 実施場所 ･実施時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

3. 4J 6(火）
～4． 8(木）

3日 未定

令和2年度裁
判所職員採用
総合職試験の

合格者で，新
たに採用され
たもの
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(5)その他
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■
９
Ｉ
Ｉ
１
０
Ｕ
０
１
８
Ｈ
Ｕ
８
Ⅱ
Ｈ
Ｕ
１
１
１
６
ｉ
ト
ヨ
ｌ
Ｕ
ｌ
ｋ
６
－
０
１
ｌ
Ｊ
０
■
０
１
６
Ⅱ
Ｈ
Ｖ
Ｉ
ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
己

同
卓
０
９
１

雷
険
険
者

一－－

6

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

楠報セキュ

得し 9

リテ・ｨの確

情報セキュリ
テイ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに）情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。 .

裁判所職員
総合研修所

3. 9.14（火）
～9ふ15(水）

2日 約60

情報セキュリ
ティ対策事務”
従事者の事務
を補助する者
【管理職以上
の者）

30
情報処理
研修

～第1回

､g~■｡●●●守ｳ凸凸●●の函一DG－“●●G■

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

甲

裁判所職員
総合研修所

3. 5.19（水）

～5.20(木）

3. 5.26(水）
～ 5.27(木）

各
2日

約60。

●…●ｰ■…ｰ

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行H職員(家
裁調査官を除
く｡）

31

裁判事務支
援システム
(簡裁民事
･支払督促
･高裁刑事

･簡裁刑事
事件部分）
導入研修

曲

第
４
回
》
第
５
回

誹
砕
一
》
》
一
蔀
錘
一
》
》

裁判事務支援システム
（簡裁民事・支払督
促・高裁刑事・簡裁刑
事事件部分）の円滑な
導入に向けて中心的役
割を果たす者を養成す
る 。

ゆ
の

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
水
く
く
０
１
２
２

●
●

４
４
３
－

●＝●…●◆●●B◆●ｰ●~●ゆ●‐●”ー…●舜

､3． 4．21(水）
～4.22(木）

●ー●■●●~■■ー■ー●●●●●DGD…■令●ー●”

●

－ *

ｊ
ｊ
火
水
く
く
５
６
１
１

●
○

６
６
３
へ

｡●●●●●●｡●●●●●●｡“e●CD◆●●●｡◆●凸”●9●●●◆
■

3. 6.16（水）
~6.17(木）

各
2日

未定

●ー●のー■ー●ー

未定

ーC“､“◆‐

未定

■●●●･色◆●●と…
■

未定
｡ ●

裁判事務支援
システム（簡
裁民事・支払
督促・高裁刑
事・簡裁刑事

事件部分） ､の
導入事務を担
当する職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32

■ 0

採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について
の研究を行うことによ
り,執務能力の向上を
図る ⑥

、

裁判所職員
総合研修所

3. 5.25(火) 1日 未定
採用試験事務
を担当する管
理職員等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対・象者

前期
研’修

実務
′研修
－●●●｡●●●や｡｡‐●＝●“e“｡‐●●

後期
研修



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

(2)中間管理者層
誉埜

９
Ｄ
９
ｄ
１
Ｂ
Ｏ

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）

ノ
一一

※5日を原則とするが,実施機関がその実情に応じて3日まで短縮することも可とする。

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34

次 席

家庭裁判所調査官等
実務研究会 ●

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び

討議を行うことによ
り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る 。

ヤ

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
宮

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することに･よ

り，中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

篝鑿難蟇
(分室を含
む。 ）
又は･･ ．

高等裁判所

実施機関が

適宜決定

“
ダ
ダ

．
《
ｐ
Ｈ

３
．
５
未定

新たに主任書記
官,訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） ；
主任技官（最高裁
を含む）鰈地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号
● ●

名 称 目 的 ． 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

36

、書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求めら
れる思考力・表現力
等を執務で十分に発

揮できるよう，基本
的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る。 ．

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ．）
又は

高等裁判所

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

3 一・

5日

※
未定

6

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

37
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこど

により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1

3日

甲
６

未定 主任家裁調査官，
家裁調査官



一

、
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ノ

）
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型氏全体のZ
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※1令和2年度の対象者で未研のものも含む。
※2実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

L ・

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
曲
又

）
は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1～

3日
未定
新たに係長に任命
された者

39

､

事務官専門研修

総務,人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する

ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより，事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る。

■

裁判所職員

総合研修所
(分室を含
む｡ ）
.又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

2～

3日
未定

採用後7年以上の
行H事務官（専

官以上の職にある
者を除く｡ ）

番号 名 称 ゞ目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

“
ジ．ヤンプアップ
研 修

〆

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ，中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。 ｡ 9

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
むぴ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1

0年未満の行(--｝事
務官（係長,専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く.b )X]

41 事務官法律研修■

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
により，資質及び事
務処理能力の向上を
図る。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
:又は

高等裁判所
F O

通信研修

実施機関が
適宜決定

蓮
面接研修
実施機関が
適宜決定

約
250

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

裁判所職員・
総合研修所

(分室を含
む。 ）
‐

．又は

高等裁判所

6

実.施機関が
適宜決定

～

日
■

２
５ 未定● 寺

新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く6 ） 。

番号



●

3自庁研修

訴採用羅員臆

一むめ

、､

{R1亭の杣

）
一

※1実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。
※2令和2年度の対象者で未研のものも含む。

9

～

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等.の一般的な知識
を付与する｡・

裁判所職員
総合研修所
(分室を含

二

■ む。 ）、
.又は・
高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定．
※1

2日 未定
採用3年目の行卜）
事務官,行H技官
※2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対 象者
｛

44
フォローアップ
セ ・ミナー

l

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ』幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

■色

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定
②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
え,実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を
経過した行(-懐務
官，行(~肢官

45
フレツシュ

セミナー

職員として当面必要な
知識を付与し,職場へ
の円滑な定着を図る。

､

高等裁判所
地方裁判所

家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定 雛に採周された

番号 名． 称 目 的 実施場所 実施.時期 |期間|人員 対象者

46 高裁ブロック研修

合

C ‐

知
さ
と
図

務遂行に必要な
，技能等を習得
，執務能力の向上
務意識の高揚を
｡

◎

職
識
せ
職
る

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ），
．又は

高等裁判所

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員．

47 自庁研修

■●

職務遂行に必要な知

識，技能等を習得さ
せ，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

最高裁判所
高等裁判所

地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定
■ q

最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員

○ 9 9



今

4研究

、
１
Ｊ
〃

1

Ｙ
Ｑ
Ｄ
Ｕ
ｌ
ｌ
４
■
８
０
０
１
１
１
７
△
日
日
７
１
，
１
１
１
Ａ
■
■
■
Ｕ
ｒ
ｊ
０
ｆ
ｌ
■
●
■
７
０
１
■
１
７
０
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
Ⅱ
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
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ｌ
Ｏ
ｒ
０
０
Ｑ
Ｉ
・
ｆ
ｎ
０
Ｉ
ｂ
ｒ
Ｉ
ｌ
７
１
ｌ
巾
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ

）
ー

51

１
ｑ
ｇ
４
１
ｉ
ｒ
ｂ
１
１
ｌ
Ａ
■
■
■
■
９
０
．
‐
．
．
●
．
・
・
・
・
・
’
・
・
・
・
●
・
一

10

番号 名 称 目 的． 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

48 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる

こどにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が

所属する。
裁判所
の 9

◆
一

９
３

●
●

３
４ 7月 未定

書記
等
官，家裁調査官

49 書記官実務研究

、 ■

書記官実務における

諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ

り，実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

４
３

、
０

３
４
ｑ
一
一

一

1年 2 書記官

50

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上

（指定研究）

家庭事件調査実霧に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り 9 調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する

●

家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

33 7

～4． 3

3． 4

6． 3

凸

～

8月

I

3年

未定

4

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は令和2年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

(共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官実

務研修又は平成30
年度以前の家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いて．の研究）

● －

同 上
(心身の鑑別にっ
いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より 、 調査実務能力
の向上に寄与させ
る ｡｡

派遣先
関係機関．
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

矯正研修所
及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

3． 7

へ－4． 3

２
３
４
へ

3． 9

～11

8月

1．月

2月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和2年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は平成30
年度以前の家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

け

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和2年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者



5委託研修

ー、、
ノ

I

）
一
／

11

番号 委託庁 名 称 人 員

･52 人 ・事院 行政研修（課長補佐級） 未定

53

54

55

56

57

58

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修
6

●

予算担当職員初任者研修 一

決算書作成システム研修
6

会計監査事務職員研修

未定

■

59 国税庁 税務大報本科特別研修
f

未定

60 総務省 情報システム統一研修 未定



●

第2養成

1裁判所鍔記官養成課程

、

、

ノ

2家庭裁判所鯛査官養成課程’

）
〆

12

番号 部 ． 期 実施時期等 期間 人員 対象者

61
第一部
第 18 期

3． 4． 1

4． 1

5．.10

5．10

7．19

9．27

40 3.25

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

木
木
月
月
月
月
金

く
く
く
く
く
く
く

入所 ．
～予修期修習

～

～～

入所式
第1期研修
実務修習
第2期研修
修了

1年 227
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

62 第
一
一 部

第17期
(2年生）

第18期
(1年生）

2． 4． 6(月） 入所

3．

4． 6(月)～裁判事務修習
10.16(金)～第.1期研修

修
修

研
習
研

期
修
期

２
務
３

第
実
第

一
へ
一

Ｊ
１
．
ｊ

木
月
月

Ｉ
く
く

１
９
７
１
２

４
７
９

4. 3.25(金） 修了

I

3.4. 1(木） 入所､
4． 1(木)～予修期修習
5.10(月） 入所式。

◆ ”

5.10(月)～裁判事務修習
10.15(金)～第1期研修

4． 4‘ ．l(金)～第2期研修
7．下旬～実務修習
10．上旬～第3期研修
5. 3.24(金） 修了

2年

2年

78

98

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

一

番号 期． 実施時期等 期間 人員 対象者

63 第 17 期

2. 4. 1(水） 入所
4. 1(水)～実務修習（予修期）

修
修
研
研

同
習
同

合
修
合

期
務
期
了

前
実
後
修

。
一
一
一

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

木
月
木
金

く
ｌ
く
く

７
３
６
５
１
２

５
８
９
３

３
４

2年 48

由

令和2年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

64 第 18 期

夕

3． 4． 1(木） 入所 ，
4． 1(木)～実務修習（予修期）

(4.6～8を除く。 ）

5rO(月) 入所式
5.10(月)～前期合同研修
Z, 19(月)～実務修習

4． 9．中旬～後期合同研修
5. 3.24(金） 修了

2年

耳 '

54

令和3年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

一



｡

【機密性2】

令和3年度研修実施計画一覧表(令和2年度との比較表）

○ば中央研底｡Oは遍域委嘱．韓は目庁効

虹
も
Ｉ
Ｊ
Ｆ

、
一一

Ｐ

，

０

、

ノ

●
一

日
Ⅱ
０
１
，
－
．
今
１
１
ｊ
■
９
ｕ
８
Ｆ

－

ｊ
－
唯
一
詞

１

Ｉ

叫
一
妬 三三二二弐

－

４
－
２

● ﾏ－

1

令和34 三度

綜号 研惨名等 実施時期 期間 人員

◆9 令和2年度

実施時期 期間 人員
備考

1 ◎首席替記官研究会 3.9.15(水)～9.16(木） 2 未定 2.9.16(水)～9.17(木） 2 中止

2
◎首席家庭
査官研究会

裁判所閥
回
一
回

１
２

第
一
第

3.9.2(木)～9.3(金）
一一－一一一一 ｡ー

3.11.25(木)～11.26(金）

２
－
．
２

8
一一

未定

2.9.25（金） ．
凸 一 ③■

2.11.17(火)～11.18（水）
9

1

2

8

中止

日程変更･短縮
q■■ 伊一一色一－

､3 ◎事務局長研究会 4.2.17(木)～2.18(金） 2 未定 3.2.18(木)～2.19(鋤 2 中止

4 ◎管理者研究会(組織運営)(悪） 3.3.18(火)～5.”(木） 3 未定 2.5.19(火)～5.21(木） 3 中止

5
◎次席家庭銭判所
鯛査官等研究会

､第1回
幸 一 ▲ 一一一

第2回

3.4.26(月)～428(水）

C ■

3.9.29(水)～10.1(金）

3．

3

未定

未定

2.9.23(水)～9b25(金） 』 中止

6 ◎管理者研究会 3.4.12(月)～4.16(金） 5 未定
2●8.25(火)～8.27(木）
－－ ◇ ｡ － － ー 寺 一』

2.12.15(火)～12.17(木）

－

３
－
３

－

０
０

８
．
７

日程変更･短縮
2回に分創して実施

7 ◎研修計画協鮭会 3.1.6(木） 1 25 3.1.7(木) ･ 1 30
1

8 ◎中間等理春研修.I

回
一
回
一
回
・
一
回

１
－
２
－
．
３
．
４

第
一
第
第
第

3.9.7(火)～9.10(金）
一－－－－寺一■

3,10.12(火)～10.15(金)･
ー■■■一－÷ ●一一 つ 言

4.1.11(火)～1.14(金）
■ ←ﾕー 甲 ユー
1■■■■ ｡ー－ ■ ？

4.2.7(火)～2.10(金）

４
４
－
４
－
４

約100

約30

約30

約測

2.10.13(火)～10.16(金）

3.1.12(火)～1,15(金）
｡ｰ･烏 一 今 ． ． ‘■■｡

3.2.2(火)～25《金）

~芦-皇~≦二三
● ー

一一
－－－－－

－4

－－一一

４
４

4

~、

中止

止
・
一
止

中
中－４

、～

9

◆

◎中間管理者研修Ⅱ
回
》
回

１
．
２

第
一
第

3.12;7(火)～12.9体）
←＝一一一一一一 やー‘■

｡1■B一

～

－－

ー』‐一‐

3

噸ご一

、鶏

未定

L一一
、

｡

、

2.10．27(火)～10.29(木）

2.1噸(火)～12.10(*)

３
３

中止

中止 1

10
◎
調

鐘判所
第1回

,第2回

梱
一
“

２
－
２
。

粥
一
可

１

Ｊ

は
一
体

銅
》
釦

６
６

３
－
３

■ ”

－

３
３

●一

未定
一一

未定

』
一
の

釦
一
郵
一
弱
Ｌ
ｊ歓
斗
３２
●
、

遜
一

4
争 一』

､、、 書
牡
、

11 ◎研修指導研究会
回
一
回

１
－
２

第
鰯

3.6.2(水)～6.4(金）
－一一●幸 T由一争－点■一一－一

3.12.14(火)～12.16(木）

３
－
３

ｑ

如
一
卵

約
一
約

2.6.3(水)～6.5(金）
L

ー1■

2.1215(火)～12.17(木）

３
３

中止

中止

12 ◎実務指導研究会

民率

刑事

家事

少年

334.27（火）
－．－－.一ー‐÷--- .

3.4.28（水）

3.4.28（水）

3.4.27(火）

1
－＝

ｌ
’

’
一

．’

御
一
・
御
・
織
一
輝

2.5.12(火)～5.13（水）

2.5.12(火)～5.13(水）

2.5.14(木)～5.15（金）

2.514(木)～5.15(金）

卑
一

２
．
２
》
２
２

◆
一

中止

中止

一中止．

中止

13 ◎寂事実務研究会(※） 3.11.17(水)～11.19(金） 3 "100 2.11.5体） 】 100
令和2年度は司研と合
日通短縮,TV会瞳

問で夷雄

14 ◎少年実務研究会(※） 3.12.20(月1～12.22(水） 3 -約100
3.3.2(火),4(木),9(火）
15(月）

各1 50

日握凌英･逗霧

高裁単位に分割LでW会詮等
で実施
家裁卿益官部分のみ実鍾

15

16

◎民事実務研究会

●

＃

ｑ

一

■

ｌ

０

９

■

ｆ

Ｉ

８

■

４

ｂ

■

■

■

■

■

７

０

．

第1回(※）
C一年 ー

C

第2回

◎刑事実務研究会(※）

3.6.9(水)～6.10(木)・
●甲一一

3.12.16(木)～12.17(金）

3.11.10(水)～11.11(木）

各2

2

０
－
０

５
５

約
〕
約

未定

2.6.10(水)～6.11（木）

3.1.21(木)～1.22(金）

2.皿.18(水)～11.19(木）

各2

2

中止
4 』一

中止

中止

一－0 一一 一一e

一一ターー一－b一一一一一

呪 ◎家事特別研究会(※） 3.10.7(木)～10.8(金） 2 約50 2.10.8(木） 1 50
令和2年度は司研と合
日狸短縮0.TV会殿

同で実施

18

19

20

所鯛査官

第1回

第2回
一一 一一一

第･3回

◎家庭裁判所飼査官応用研修
P ●

◎速配官中央研修

3)10.19(火)～10.22(金）
＝‐一一一

3.11.30(火)～12.3(金）
今一一■

4.1.18(火)～1.20(木）
一丁一一一 ■

3.7.5(月)～7.9(金）

3.6,30(水)～7.1(木）
●

4

4
－－

－
５

３

2

~4

約25

約25

約30

未定

約20

2.10.20(火)～10.23(金）
《一
一
一

2-122（水）～12.4（金）

3’1.”(水)～上29(金）

3.3.8(月)銀-3.12(金）

2.7.1(水)～7.2(木）

－

４
－
３
－
３

店
･少

の
↑

中止

中止

中止

中止

中止

＝－－－．一一一一

I

一一

21
－一

22

◎総括執行官研究会

◎執行官実務研究会

3.7.6(火)～7.8(木）

4.3.1(火)～3.3(木）

3

3

未定

･未定

2.?､7（火）～7.9(木）

3.2.3（水）～2.4(木）

《
■
■
〃

、
一

中止

中止

隔年で実施

23

24

25

◎新任執行官研修
－－

．係長等(総務担

､司令画一÷寺一一一■■Ⅱ■■■■■

当)研修

◎係長等(人事担当)研修 ’
ｇ
ｑ

3.5.25(火)～5.28(金）

.6.22(火)～6.24(木）

.7.13(火)→7.15(木）

4

3

･3

未定

約50

約70

2.9.16(水)～9.18(金）

2.10.6(火)～108(*)

2.10.20(水)～1Ob22(金）

3．

3

3

.14

中止

〆

中止

日程変更･短縮
一一一一一－

一竺｡－－－－－－－－==－－

約60 2.11.10(火)～11.13(金） 4 中止

約40 2.6.16(火)～6.18(木）



●

~~、
ノ

）

I

･臘考欄には,令和2年度について当初計画から褒更等があった内容などを配戦
2 ．

令和3年度

冒
す

研修名等 実施時期 獺間 人員

・ 令和2年度

実施時期 期間 人員
備考a

28 ､総合職採用職員初任研修 3.4.6(火)～4.8(木） 3 未定 I
1

12.11.13(索7， ､11.18侭, ，

11.20(金), 11.27(金),
12&2（水） ．

各1 63
日狸変
各高裁 翼施

29

七
■

◎情報セキユリテイ研僅 3.9.14(火)～9.15(水） 2 約60 2.9.29(火)～9.30(水） 2 中止

30 ＠情報処理研修

第1回．
一

第2回

3.5.19(水)～5.20（木）

3.5.26(水)～5.27(木）

２
２

釦
．
一
帥

約
一
約

ｅ

2.5.19（火）～6‘21（木）

2b5.26(火)～5.28(木）

３
３

中止

中止

■■■

31

、裁判事務支扱シス
テム(簡哉民事･支払

鰐撫蕊溌
研修

第
４
回
一口

第

4
、

～

ゆ め＝

~～

高餓調亭

倒参岡亨
一 一七

日殿氏亭
支払督促
一△一一

高丘嗣事
倒狂刑事

画壁民享
支払笹促

~

● 1

、

~

～

、
、

』
一

3.4.20(火)～4.21(水）

3.4.21(水)～4.22（木）

3.6.15(火)～6.16（水）

3.6.16(水)～6,17(木）
－－－

.÷‐一二

一申一一－ー1

ー－●

■ 宅一一

－

ー‐画 ÷

一一一一二二=一 一

●－－－

葛
、

、
一

２
２
－
２

0

－

2

更一
、守

口

、

未定

未定

未定

未定
◆ b●

、

－． ． 、

、
｡

、

､、

a6.12(火)～5.13(水）
一コ

2.5.13(水)～5.14(木）

2.6.9(火)～6.10(水）
｡ ■今

2.6.10(水)～6.11(木）
一 一一 一 －

0

2.9.1(火)～9.2(水）
‐一一ニュ. 口

2.92(水)～9.3(詞

－

２
２
２
２
ゾ
や
－
２

凸
『

や

社
・
《
祉
弛
睡
祉
一
軸

32 ◎採用拭験事務担当者研究会 3.5.25(火） I 未定 2.5.”(金） I 中止

33 。CA研修実務拭験

可

前期研修

実務研修

後期研修

■

3.6.24(木)～7.14(水）
－－－－－－℃－ -.

3.7.16(金)～8.”(金）
＝ ●→ 一一一一一●一守一

3.8.23(月)～9.10(金）

15

23

15

未定

2.8.12(水)～9.1(火）

2.9.3(木)～9.30(水）
一一一一 ■－－

2.10.2(金)～10.15(木）

15

10

59 日租変更．
‐
露

34
O次席
実務研

判所鯛壷官等
実施機関が適宜決定 1 未定 実施椴関が適宜決定．■ ■

1 24 5簡裁で中止

35 O新任中間管理者研修・
◆

b
実施磯関が適宜決定 ． 3～5 未定， 実施機関力麺宜決定 3～5 360

36 O香記宮プﾗｯｼｭアップ研修
b

句

7月から9月までの問で実施擾
醐が適責決定

5 未定 説
〃bら9月毒の礎･噂爽旋侭
;適宜淡定

二
３ 中止

37 O家庭銭判所
●

℃

調壷官実務研究会 実施擬関溌適宜決定 3． 未定 実施擬関が適宜決定 3 ､33
扉綱ご手』：.

序にとしB樫尾弱.人員縮小

38 O新任係長研修 実施鍵閣が適宜決定 I～3 未定 実施樋関が適宜決定
も

l～3 298

､39 O事溌官専門研修 実趨擬関が適宜決定 2～3 未定 実施擬関力翰宜決定
一

2～3 中止

40 Oジャンプｱｯブ研修 実施椴関が適宜決定 3 未定 実施樋関力麺宜決定
ロ
Ｑ
〕 中止

41 O事務官法律研修

通信研修
一一一勺

面接研修

実施織関が適宜決定
一心・ー一一■■■■一一一一一 → ~

実施機関が適宜決定 ’
少● -

9～1】

約250

実施樋関が適宜決定
－－一 一 公 一の ア

実施侭関力麺宜決定． ↑｜
』

－

9～11．

279

96 4高鮫で中止．

:一一

42 Q新郎職員研修 実施概関が適宜決定 2～3 未定 実施磯関が適宜決定 2～5 590

43 ④ステップアクプ研修
2月から3月まで
関が適宜決定

の間で実施嬢
2 未定

の問で実鍾樋
3 中止

44

FF－

45

46

47

③フォローアップセミナー

グ

－一一一一. =＝一一一ママーーー-－一一

②フレッシュセミナー

○高銭ブロック研修

④自庁研修 ，

①2月及び3月中で実施観閲
が適宜決定．
②実施機関の実情に応じて， ．
①に定める日に加え,実施擬
関が適宜決定

約3 未定 ’
採用初日及び2日目 2 未定

実施機関が適宜決定

実施概関が適宜決定

の2月及び3月中で実施操関
が適宜決定 ．
②実施擬囲の実情に応じて，
のに定める日に加え,実施機
関が適宜決定

●

◆

約3 未定

塁翌且型空且__-_Li｣誕一
実施機関が適宜決定

実施機関が適

一｡■r一一一

ノ

凸一一一 一一一一一－

48

49

合同実務研究 。
C

魯配官実務研究

3.9～4.3

3.4～4.3

7月

1年

未定

2

2.9～3‘3

2.4～3.3

7月．

1年

8

2

◆－一－＝－－口

50

51

家庭裁判所鯛査官実務研究：
個人及び共同研麺 ，

同 、上・
(指定研究）

◆

6

家庭裁判所頂査官関係撮関特別
研究(家事及び少年関係擬関につ
いての研究)．
一一一→

同． 蚕
－－－

(心身の鐘別についての研究）

同 上 ． ． ．

(更生保護についての研究）

3.7～4．3
－－一一一●で一一一訂

3.4～6.3

3.7～4.3

4.2～3

3.9～il"

月
一
年

８
↑
３

8月

1月

2月

未定

4

未定

3

3

2.8～3.3

2.5～3.3

2.8～3.3

3.2～3

2.9～11

7月

u月

7月

1月

2月

2

6

8

中止

中止

人員掴は,研究の本数を配載

期間短縮

一一一一一一一■

61

62

＝ 』■■■■

63

64

右記官餐成観樫第一部 第18期

第17期

綴
喜配官餐成誕唖第二部

家裁嗣査官養成課程第17期 ．

家餓鯛査官養成課程第18期 ．

3.4.1(木)～4.3.25(金）

2.4.6(月)～4.3.25(金)。

3.4.1(木)～5.3.24（金）

=一一一一一一－一一‐一--

2.4.1(水)～4.3.25(金）

3.4.1(木)報.3.24(金)

1年

2年

2年

2年

2年

227

78

98

48

54

2.4.6(月)～3.3.25(木）
一－一一一一一-→

31.4.4(木)～3.3.25（木）
一--.,-------._←－－－．

2.46(月)～4.3.25(金）
一戸一今｡■

31.4.4(木)～3.3.25(*)
●

－－－一一一一

2.4.1(水)～4.3.25(金）

1年

~~一一
2年

229

69

2年 78

製
妃

Ｉ
‐
‐
｛
１
１

年
一
年

２
－
２

令和
修了

は第17期生

古和2年度楓は第16期生
.F了白変更 ． ．

令和2年度栂は第17期生

令和2年度桐は第16期生
修了日変更 ． ． ．

令和2年度棚は第17期生
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司 守

I

嘱研修,ロは自庁研修,画は研究,□は養成課程を表す儀成の配置については,階層や系
組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実

(注）□は中央研修，Oは高裁委
※このほか各分野における課題への取

、

統と関連したものでばない)。
施することがある。

‐医罰認

研 修 計 画 協 雛 会
首席家裁調査官研究会 I首席書記官研究会 事務局長研究会

迦皇鐘幽宣錘塗｣『主任家哉調査官研修 一~1『－－”-－1

管 理 者研 究 会（組織運営）

管 理 者 研 究 会
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